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平 成 29年 定 例 第 ４ 回 市 議 会 会 議 録（第３日） 

 

 

  平成29年12月７日午前９時30分定例第４回市議会をみやま市役所議場に招集した。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

     １番  奥 薗  由美子       10番  瀬 口    健 

     ２番  吉 原  政 宏       11番  川 口  正 宏 

     ４番  末 吉  達二郎       12番  中 尾  眞智子 

     ５番  古 賀  義 敎       13番  中 島  一 博 

     ６番  前   武 美       14番  坂 口  孝 文 

     ７番  野 田    力       15番  宮 本  五 市 

     ８番  上津原    博       16番  牛 嶋  利 三 

     ９番  荒 巻  隆 伸       17番  壇    康 夫 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

     ３番  徳 永  重 遠 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

   出席議員は応招議員と同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

   欠席議員は不応招議員と同じである。 



- 114 - 

５．本会議の書記は、次のとおりである。 

 議会事務局長  本 荘  安 政     係     長  堤    和 美 

 次 長  田 中  裕 樹     書     記  大 木  新 介 

 

６．地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりで

 ある。 

 市     長  西 原    親     環境衛生課長  松 尾  和 久 

 副 市 長  高 野  道 生     農林水産課長  木 村  勝 幸 

 教  育  長  長 岡  廣 通     商工観光課長  松 尾    博 

 監 査 委 員  平 井  常 雄     学校教育課長  加 藤  武 美 

 総 務 部 長  馬 場  洋 輝     建 設 課 長  内 野  逸 雄 

 保健福祉部長  加 藤  康 志     建設課道路係長  鶴    保 憲 

 市 民 部 長 
          梅 津  俊 朗     社会教育課長  古 賀  富美子 
 兼 市 民 課 長 

                       社 会 教 育 課 
 環境経済部長  冨 重  巧 斉              猿 渡  真 弓 
                       市史文化財係長 

                       環 境 衛 生 課 
 教 育 部 長  野 田  圭一郎              吉 開    勝 
                       循環型社会推進係長 

                       環 境 衛 生 課 
 消 防 長  北 嶋  俊 治              松 尾  和 久 
                       環境衛生係長 

 総 務 課 長  西 山  俊 英     教育部指導室長  横 山  浩 志 

                       学校教育課長補佐 
 企画財政課長  坂 田  良 二              松 尾  郁 代 
                       兼学校教育係学務担当係長 

 企 画 財 政 課 
          大 坪  康 春     エネルギー政策課長  古 田    稔 
 財 政 係 長 

                       エネルギー政策課 
 福祉事務所長  坂 口  浩 二              渡 邉  満 昭 
                       エネルギー政策係長 

 健康づくり課長  田 中  聡 美 
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７．付議事件は、次のとおりである。 

  (1) 一般質問（２日目） 

 

質   問   者 

質    問    件    名 

順位 
議席

番号 
氏   名 

１ 10 瀬 口   健 １．遺跡や遺物の発掘や調査 

２ ６ 前  武 美 １．基幹道路である国道及び県道の整備推進について 

３ １ 奥 薗 由美子 
１．食品ロス削減の更なる取り組み推進を 
２．ＩＣＴ教育を含む教育施策の今後の計画について 

４ ８ 上津原   博 １．市債の現状について 

５ ４ 末 吉 達二郎 
１．市が出資している みやまスマートエネルギー（株）
  の疑問点 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（壇 康夫君） 

 それでは、これより直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、３番徳永重遠君におかれましては、きのうに引き続き欠席届が提出されており、こ

れを許可しております。あわせて、松尾建設都市部長並びに木下上下水道課長におかれまし

ても、インフルエンザのため欠席届が提出されておりますので、御承知おき願います。 

 それでは、日程に先立ちまして、きのうの発言で古賀義敎君から、会議における発言につ

いて、お手元にお配りしました発言訂正の申し出に記載してありました部分を訂正したいと

の申し出があっております。 

 古賀義敎君の発言を許可します。５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君）（登壇） 

 それでは、発言の訂正をさせていただきます。 
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 12月６日の会議における私の発言のうち、次の部分を訂正したいので、会議規則第65条の

規定により、議長において許可されるよう申し出ます。 

 訂正したい発言、「南関町の限度額は70千円、八女市は100千円」を「南関町の限度額は70

千円、八女市は30千円」に訂正させていただきます。八女市においては、八女市補助対象限

度額、補助対象が抜けておりましたので、私の勘違いでございます。補助率が30％以内です

ので、補助限度額が30千円ということになります。失礼しました。 

○議長（壇 康夫君） 

 ここでお諮りします。これを許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、古賀義敎君からの発言訂正の申し出を決定いたしました。 

 なお、これに伴いまして、執行部の答弁における引用部分につきましても、議長において

適当な措置を講じますので、御承知おき願います。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第１．一般質問を行います。 

 一般質問につきましては、主題ごとに質問を行ってください。 

 具体的事項が複数ある場合でも、具体的事項ごとに切らずにまとめて質問していただきま

すようお願いいたします。 

 それでは、順番に発言を許します。まず、10番瀬口健君。よろしくお願いします。 

○10番（瀬口 健君）（登壇） 

 おはようございます。10番議員の瀬口でございます。議長の許可を得ましたので、遺跡や

遺物の発掘や調査について質問をさせていただきます。 

 みやま市の歴史につきましては、市史編さん委員会が平成26年２月に編集して市が発刊し

た「みやまの人と歩み」、そして平成29年３月に発刊されました「みやま市史資料編上巻」

によって広く、深く知ることができるようになり、歴史研究家や愛好家だけではなく、一般

の人でも今まで以上にみやま市の歴史に興味を持たれるようになられたのではないかと思い

ます。 

 みやま市の遺跡や古墳、そしてそれらから出土する遺物を知ることは、このみやまの地に
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住んでいたいにしえの人たちの生活様式を知ることであり、現在に至るまでのまさにみやま

市の歴史そのものであります。 

 今までに発掘や調査された遺跡や遺物の中には、資料編の上巻の説明にもありますように、

今後の調査が必要とか、期待するとか、重要とかの用語が多く使われておりますし、大変貴

重なものがたくさんあると思われます。 

 私のような素人ではよくわかりませんが、それ相当に大きな価値あるものと推察をいたす

ところでございます。それゆえに、これらを専門家にはもちろん、広く一般の方にも開示し、

みやま市の歴史の偉大さを知らしめていただきたいと思うところでございます。遺物の特性

や今後の調査の結果を知りたい方は多くいらっしゃると思いますが、今後どのように取り組

んでいかれるのか、さらにはこれを生かして交流人口の増加につなげられないか等々考える

ところでございます。このことから、次の点についてお伺いをいたします。 

 今後の調査が重要とする遺跡名とその理由、未調査の遺物や遺跡はないか、出土品の保管

はどうなっているのか、市外の歴史研究家や愛好家が常に訪れる、歴史上の人物も含めた歴

史資料館、これは仮称でございますが、の必要性はどうか、また、観光との連携は考えられ

ないかということで、以上、通告しておりますので、御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君）（登壇） 

 おはようございます。答弁いたします 

 瀬口議員さんにおかれましては、市の文化財全般に関心を持っていただいて、まことにあ

りがとうございます。 

 それでは、遺跡や遺物の発掘や調査の御質問にお答えいたします。 

 御承知のとおり、本市では平成24年度から市史編さん事業に取り組んでおります。平成26

年度には人物伝「みやまの人と歩み」、平成28年度には、みやま市史資料編上巻を発刊いた

しました。特に人物伝につきましては、市内外の多くの皆様に御購入いただき、大変好評で

あります。 

 まず１点目の、今後の調査が重要とする遺跡名とその理由はについてお答えします。 

 市内の重要遺跡としましては、瀬高町の山門遺跡群と高田町の竹飯遺跡群が考えられます。

山門遺跡群には、卑弥呼伝承が残る堤古墳群が含まれております。また、竹飯遺跡群の中の
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長者原遺跡については、特に近年、歴史研究者などの注目を浴びています。この遺跡につい

ては、平成21年度に部分的な調査である確認調査を実施しています。調査により、古代、中

世の遺物が出土していることから、県内で数カ所しか確認されていない古代の役所である官

衙の山門郡衙の有力な候補地や中世の居館跡である可能性もあります。このことから、教育

委員会では、重要な遺跡であると考えているところです。 

 次に、２点目の未調査の遺物や遺跡はないかについてです。 

 平成26年度に作成しましたみやま市内遺跡分布地図には、遺跡を登録し、広く市民に周知

しています。その中には、現状保存されているため、発掘調査を行っていない遺跡も含まれ

ています。また、このほかにも登録されていない遺跡などについては、地域や有識者などの

関係者からの情報収集に努めていきたいと考えています。 

 次に、３点目の出土品の保管はどうなっているかについてです。 

 発掘調査などの出土品については、膨大な数に上っております。その保管場所は、旧北公

民館跡の長田収蔵庫、山川市民センター倉庫、消防署旧山川出張所の文化財作業所などに分

散して大切に保管しています。特に出土品の中で、権現塚北遺跡から出土した玉類や、御二

田遺跡から出土したすずりなどの貴重なものは、市立図書館内にある歴史資料館収蔵庫に温

度管理をしながら、保管をしております。 

 ４点目の市外の歴史研究家や愛好家が常に訪れる歴史資料館の必要性は、また観光との連

携は考えられないかについてお答えします。 

 発掘調査の出土品及び市史編さん事業により収集した資料は、市民を初め、広く本市の歴

史を知っていただく大きな資源となり、今後、観光にもつながる可能性があります。そこで、

市長、副市長に相談しながら、中長期的には市全体の資料や歴史的人物の資料などを一堂に

展示できる、みやま市歴史資料館の設置を考えております。 

 ５点目のその他遺跡等に関する事項についてでございます。 

 埋蔵文化財につきましては、できる限り現状のまま地下に保存されることが 善と考えら

れています。遺跡として登録されている土地が道路新設などの開発行為により、掘削や削平

され、現地にて埋蔵文化財の保護ができない場合は、記録保存とし、発掘調査を行います。

また、未登録の土地でも開発行為に当たる場合は、事前協議をし、試掘調査を行い、史跡が

確認された場合は埋蔵文化財の保存に努めなければならないとされております。 

 文化財保護法第１章第１条の「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文
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化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」とありますよ

うに、みやま市教育委員会では、今後さらに地域固有の財産である歴史・文化遺産の保存及

び公開や文化財に対する保護意識の高揚を図っていく所存であります。 

 以上でございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 御答弁ありがとうございます。今回の質問の目的でありました歴史資料館ですね、仮称と

いうことは省かせていただきますけれども、設置するということの方向であることに一安心

をしたところでございますが、中長期的というような条件がついております。少しでも早く

実現するために質問をさせていただきます。 

 まずは、市史編さんの皆さん、そして資料や情報を提供していただきました皆さんの労を

ねぎらいますとともに、感謝を申し上げたいと思うところでございます。本当に御苦労さん

でございました。 

 では、質問をさせていただきます。 

 １の今後の調査が重要とする遺跡名とその理由、そしてまた、２の未調査の遺物や遺跡は

あるかというようなことについては、同時に質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、お聞きしますが、このみやま市のように、遺跡や古墳、これが非常に私は多いと思

うんですけれども、このように多い地域は、心当たりは私はないわけでございますが、どう

でございますかね、多いほうに入るんじゃないかと思いますが、いかがでございますか。 

○議長（壇 康夫君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 瀬口議員さんの文化財の数ということでありますけれども、これまで私のほうも携わって

きた経緯からしますと、このみやま市というのは非常に多いというふうに、ちょっといろん

な情報を聞きますと思っております。詳しいことにつきましては、文化財担当の猿渡係長の

ほうから答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 
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○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 先ほどみやま市は文化財として多いかという質問ですけど、やはり周辺では八女は合併し

て数が多くなっています。その中で、やはり周辺については多いと思われます。また、地域

的に山沿い、平地がある地域ですので、それぞれの古墳とか周辺遺跡は数多く存在していま

す。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 ありがとうございます。非常に私も分布図といいますか、そういったものを今度の編さん

されました資料編で見ますと、非常に固まったところというのが多く見受けられております

ので、このように多いところはどこかあるのかなというふうに思ったところ、やっぱり八女

のほうは案外多いなというふうに思ったところでございまして、大体感じるところが一緒だ

なというように思っておるところでございます。 

 それから、私はこのみやま市の遺跡群、古墳ですね、も含めて卑弥呼に関連があるという

ことを常々考えておったわけでございますが、卑弥呼の件についてお聞きしたかったんです

けれども、もう早速、ここで山門遺跡群に卑弥呼伝承が残る堤古墳群という名称が出てきて

おりますが、私の知るところでは、この堤古墳群というのは発掘をされてないというふうに

思っておったわけでございますけれども、伝承ということでございますけれども、卑弥呼に

堤古墳群がどれくらい関与しているのかというふうなことをちょっとお聞きしたいと思いま

すが。 

○議長（壇 康夫君） 

 古賀社会教育課長。 

○社会教育課長（古賀富美子君） 

 卑弥呼伝承が残る地域として山門遺跡群を上げておりますが、伝承にはさまざまな説はご

ざいますけれども、瀬高町出身の郷土史家の村山健治さんの説では、瀬高町の堤古墳群周辺

を含めた集落が卑弥呼の墓ではないかという説を立ててあります。「誰にも書けなかった邪

馬台国」を執筆されて、その中でも瀬高中心が邪馬台国であるという仮説を立てられており

ます。別の説では、権現塚も卑弥呼の墓ではないかという説も推定されているものがござい

ます。 
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 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 そしたら、堤古墳群そのものが卑弥呼ということではなくて、その周辺も含めてというよ

うなことですね。私としましては、今も少し名前が出てきたんですけど、車塚古墳とか、権

現塚古墳、さらには女山、それから、まだ何といいますか、未知の部分が非常にあると思い

ますが、名木野の古墳群、これらあたりが非常に近いかなというふうに私個人は思うとった

わけでございますが、先ほど村山健治さんの名前が出ましたのでですね、私が今度の資料編

を読ませていただき、また、「みやまの人と歩み」ですか、あれを読ませていただいた中で

は、村山健治さんは大道端古墳ということに触れて、これは卑弥呼の塚ではないかと。そし

て、後継者の墓域というようなことをおっしゃっておるわけでございますが、この古墳につ

いてはいかがなものでございましょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 大道端遺跡が卑弥呼の塚と関係しているかということでよろしいでしょうか。（「大道端

古墳」と呼ぶ者あり）大道端遺跡。大道端遺跡は、高速道路の建設に伴って発掘調査がされ

た地域です。その中で大道端は各古墳というよりも集落、家の跡がかなりの数出ています。

そういうことで、そこに大きな密集した地域があったということは立証されて、みやま市の

中でも重要な遺跡とされています。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 あんまりすらすら言われると、私は頭が回ってこんのですが、とにかく先ほど堤古墳群と

いうことでございますけど、堤古墳群の中からは、出土した遺物ですね、これはどうですか、

卑弥呼につながる有力な出土品というのが何かございますですかね。それと、今の大道端遺

跡ですね、これらからの卑弥呼とのつながりをちょっとお聞きしたいと思います。 
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○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 堤古墳群は、現状、言われたみたいに発掘調査が行われていませんので、堤の集落の中に

大きな石があります。それがいろんな古墳の石ではないかと言われていまして、その周辺か

らは弥生のかめ棺墓が集落の一部から出ています。そういうものを含めて、村山健治さんは

そこが卑弥呼の関係ある地域ではないかということで、全体を言っています。そこから遺物

は、堤古墳群の中ではありません。かめ棺墓というお墓が出たかめがあります。 

 大道端遺跡については、この古墳群は旧石器から数多くそこに定着してきた遺跡で、遺物

もかなり多くあります。そういうものは大道端については数多くの遺物があります。この調

査が福岡県で当初発掘されていますので、その後、みやま市のほうに寄贈されて保管をして

います。卑弥呼との関係性は、まだ詳細にはわかっておりません。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 今の堤古墳群、大道端遺跡群ですね、こういったものが卑弥呼、要するに邪馬台国のほう

に近いけれども、大道端のほうについては、まだ──これは時代がいろいろまたがっておる

ということをおっしゃっておるんですよね。弥生のほうから縄文から古墳時代といいますか、

それに大きく流れてきたということで、かなり多い住居跡が見つかったというようなことで

すね。卑弥呼伝説のほうの関係は、まだはっきりしていないというふうな理解でよございま

すかね。 

 ほかにいろんな遺跡群があるんですが、ここにも書いてありますように、山門遺跡群、そ

れから竹飯遺跡群というような群、群でまとめた中での、エリアをまとめた呼び方だろうと

思うんですけれども、こういう中で邪馬台国とか卑弥呼というのにまつわりがある遺跡や古

墳というのはほかにはどういうのがありますでしょうかね。ないですかね。あると言っても

らいたいんですけどね。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 
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○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 先ほどから山門遺跡群というのにまとめていますけど、山門遺跡群の登録では、現在、個

別遺跡では31の個別の遺跡を含めて山門遺跡群と言っています。その中で、卑弥呼の関係性

があると言われれば、やはり藤の尾の車塚、また、権現塚北遺跡なんで、その周辺の遺跡も

卑弥呼の関係性はあると思われます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 とにかくこの山門遺跡群には、今まだはっきりしないけれども、卑弥呼にまつわる、関連

する遺跡とか古墳ですね、これが非常に多いことだろうという予想はできるということです

ね。ありがとうございます。 

 また、ここに竹飯遺跡群からの長者原遺跡というのも重要だとしてありますけれども、こ

の長者原遺跡につきましては、11月３日ですね、瀬高公民館で「元寇と牡丹の長者」と題し

て講演会がありましたので行ってきましたんですが、よくわかりませんでした、正直なとこ

ろ。ここにも書いてあります古代・中世の遺物が出土していると。そして重要な遺跡である

というふうに考えるということでございますが、重要な遺跡ですね、これは邪馬台国と別の

ものだろうとは思うんですが、後々その土地が引っ張っておるかどうかわかりませんけど、

この竹飯遺跡群の長者原遺跡というのがどれほどの価値があるものか、それは私たちのほう

では全くわからないんですよ。当然、研究者の方は御存じだろうと思うんですが、みやま市

にこういうふうな遺跡があるというようなことを私はちょっとお答えいただければというふ

うに思って今お尋ねをしておるんですが、どれくらいの価値のあるような遺跡になりますか

ね。 

○議長（壇 康夫君） 

 古賀社会教育課長。 

○社会教育課長（古賀富美子君） 

 長者原遺跡につきましては、県内で数カ所しか確認されていない古代の役所ではないかと

言われております。また、中世ならば、竹井氏の居館の跡ではないかとも言われております。

それで、県内でも数カ所しかないというところが貴重ではないかと思っております。 

 部分調査としては、平成21年に国庫補助を受けて活用して行っておりますが、古代の須恵
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器、陶質土器を採取しております。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 出土品とか、それはここに古代・中世の石物ということを書いてありますから、こういう

のが出てきて、こういう遺物ですね、そういったものが要するにどれくらいの価値になるか、

仕事だから非常に単刀直入にお尋ねしますが、要するに全国で言えば卑弥呼、それに匹敵す

るぐらいの価値があるのでしょうかどうかというようなことでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 遺物に対しては、その時代構成ができる資料として貴重です。先ほど言った須恵器、鉢な

どは７世紀、ここで言われる推定されている役所跡があったものと立証できる資料となると

いうことで貴重なものと思われます。先ほど講演会があった竹井氏との関係は、元寇と竹井

氏というのは元寇に出兵された竹井氏がいるんですけど、そういう資料がないので、紙の資

料のほうから竹井と竹井の里が居館があったんじゃないかと推定されて、そういうことで重

要な土地だと考えられます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 私は係長のように歴史にたけておるわけではございませんので、ここで議論するような力

は持っておりませんので、お聞きしたということにとどめておきたいというふうに思います。 

 それで、平成21年に部分的な調査である確認をしたということでございますが、先日の講

演会でいろんな写真を見せていただいて、非常に露出をしておる分が多いんですよね。それ

でまた、以前にも調査をされてあるということでございますけれども、近いうちにここの長

者原遺跡のほうは、言えばすぐにでもまた再調査ができるような状況だろうと思うんですけ

れども、調査の予定というのはございますかね。 

○議長（壇 康夫君） 
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 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 みやま市でも重要な遺跡と思っているので、今後計画的に行いたいと思っています。重要

遺跡ということで国庫補助の事業を受けながら、また、全面ではなく、部分的な調査、現状、

先ほど言われました見えるものがありますので、まずは測量調査などを行って、その後に部

分的な調査を行うような形でいきたいと思っています。しかし、国庫補助、国の事業を活用

しながらしたいと思いますので、重要性とかを立証しながら、今後行いたいとは思っており

ます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 この遺跡は、今、何か指定はされておりますかね。されとらん。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 指定は行っておりません。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 そのくらい重要だということをお聞きすると、今後何らかの指定を受けるんじゃないかな

というふうに思っておりますが、ぜひ調査、綿密な調査をしていただいて、いずれにしても

みやま市の歴史というのはすごいというのを私は知らしめたいなと思う観点から、今、質問

をさせていただいているところでございます。 

 ほかに、遺跡とか古墳とかいろんな数多くのものがございますけれども、一度調査をされ

て覆土しておるというのか、その跡には家が建っているというようなところもあると思うん

ですけれども、ほかのところを見て、今すぐにでも調査ができますよと、野原みたいなもの

ですよと、ですから、ここはやろうと思えばすぐできますというようなところはございます

か、ほかに。 

○議長（壇 康夫君） 
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 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 現状、すぐにということは今のところ考えておりません。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 実行するかせんかは別として、そういうような場所はありますかということをお尋ねして

おります。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 現状はないと考えております。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 それから、ここに、答弁書の中に平成26年度に作成したみやま市内の遺跡分布地図と、こ

ういうのを登録し、周知をしておりますというふうに示してありますけれども、私としまし

ては、分布図は全くよくわからんわけでございますけれども、この中に未発掘、未調査とい

うものも多く含まれておりますでしょうか。現状、保存されているため、発掘調査を行って

いない遺跡も含まれますということでございますけれども、単なる１個か２個かという数少

ないものではなくて、多くのそういったまだ発掘してないと、あるとわかっていても発掘し

てないというようなことがありますかね。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 周知の文化財ということで、地図に載せている遺跡の中には発掘調査なりしているところ

はあります。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 
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○10番（瀬口 健君） 

 ちょっと先に進みます。 

 この遺跡調査云々の件でございますけれども、こういった研究者は、遺跡の研究者、ある

いは特に卑弥呼とか、もちろん邪馬台国の件ですが、研究者は地元にたくさんいらっしゃる

わけですね。それで、市のほうだけでなく、こういった方々と論ずる場を多くつくっていた

だいて、情報収集といいますか、そういったものをぜひやっていただきたいというふうに

思っておるところでございます。 

 また、地域の長老の方たちの話というのは非常に重要でございまして、昔からここはどう

いうふうなところだったとか、これが大きなヒントになると思いますね。先ほどの堤古墳群

も恐らく長老の方たちからの話があってのことだと私は理解をしておりますので、そういう

場を多くつくっていただければと思っております。 

 それから、これは11月２日の有明新報さんの記事に、大牟田北高の歴史研究グループが邪

馬台国山門説を検証して、邪馬台国でみやま市を活性化できるというようなことで発表をさ

れております。非常に活気のある言葉だなというふうに思っておりますが、こういう方と一

度議論をしていただいたら、非常に向こうの方も助かるんじゃないかと思うんですが、どう

でございますか。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 御質問ありがとうございます。邪馬台国が話題になっておりますから、私は浅い知識であ

りますが、認識を少し申し上げますと、個人的には山門郡説の信奉者でございますので、こ

れはまた後で申し上げます。村山健治さんとの縁で幼いころから洗脳されておりましたから。 

 一方で、本市市史の編集委員長をしていただいております九州大学名誉教授の西谷先生が

夏に御講演をいただきました。邪馬台国に関してですね。広く深く研究をされている方でご

ざいますが、諸説を御紹介いただきまして、九州説の有力な候補の中にこの山門郡説がある

と。歴史をたどってみると、江戸期の中ごろに新井白石という著名な学者が出ましたが、こ

の人が山門郡説を唱えた出発点になっているということであります。 

 近年の著名な方では、作家の松本清張さんがこの山門郡説を唱えられて、何度も瀬高町に

来町されたということもお聞きしております。 
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 そのほか、九州には幾つかの説があります。 近では近畿説の中に、ちょっとこれは間違

うといけませんから、遺跡名は省きますが、桜井市というところに大きな遺跡が見つかりま

して、ここが今非常に注目をされていると。大きな館や跡が出てきまして、卑弥呼の館では

ないかというふうに言われています。いずれにしても、 後は親魏倭王という金印をもらっ

たと。それから、鏡をたくさん魏の王からもらって、それを古墳に埋めたという記述が魏志

倭人伝にあるそうですから、そこが出ないと、確たる証拠にはならないというのが歴史上の

一般の説のようでございます。 

 そうは言いながらも、これはわからないからこそ、ロマンがあるんですね、邪馬台国は。

ということは、これはみやま市のＰＲとか観光とか、そういう側面からすると、大いに活用

すべきではないかというふうに私は考えているところでありますので、そういうことで申し

上げておきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 教育長が今おっしゃいました歴史ロマンですね、はっきりせんからいろんなところが手を

上げてというようなことになるわけです。これはもう以前も私は同じようなことで一般質問

をさせていただいておりますが、そういうことでその町の活性化はできないかということ

だったんですけれども、まだそれから一向に進んでないもんですから、今、教育長がおっ

しゃるように、ぜひとも手を上げて大きくアピールをしていただきたいというふうに思って

おります。今おっしゃいました桜井市の問題とかありますが、九州説の中でも、九州説で今

も力が出てきたなというのが、吉野ヶ里が卑弥呼の住居じゃないかなというようなことで

手を上げて、盛んにアピールをしているところでございますので、こういうふうなことから、

まちづくりの一つを担えるというふうにも私も思っております。今後よろしくお願いしたい

というふうに思います。 

 それから、出土品の遺物、出土した遺物の保管状況でございますけど、ここで莫大な、膨

大な数に上っておりますというようなことでございますけれども、長田収蔵庫、山川市民セ

ンター倉庫、消防署旧山川出張所などに分散して保管をしてあるそうでございますが、今後

このような保管できるようなスペースは確保できるんですか。今からですね、発掘調査とか

やった場合ですね。それをお尋ねしたいと思います。 
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○議長（壇 康夫君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 遺物等の保管については、所管としても非常に苦慮をしているところでございます。現在、

いろんな場所に分散しての保管ということでございますけれども、やはりこういった資料を

活用する上では、一括して保管できるような、そしてまた、いろんな年代背景とかいろんな

内容によってまた整理をしていく必要があるというふうに感じております。所管としては、

願いとしましては一括して保管できるようなそういったところを希望しておるわけですけれ

ども、現実的に現在のところ、そういった分散、それから廃校となった小学校の一部を使わ

せていただいて保管をしている状況でございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 非常に保管するのに苦慮していると、分散して保管をされておりますと。やはり、はっき

りおっしゃらんところがまたすごいところでございまして、副市長、歴史資料館が欲しいと

いうことをおっしゃっておるんですが、いかがでございましょうかね。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 ただいま申し上げましたように、分散されて保管されているのが現状でございますけれど

も、先人たちが残されました歴史資料、文化財でございますので、私たちが責任を持って継

承していく必要があろうかと考えております。いずれできましたら、歴史資料館なるものを、

これは仮称でございますけれども、建設をいたしまして、まとめてやはり継承していきたい

という考え方を市長と協議しているところでございます。しかし、いずれにいたしましても、

既存の学校を含めた公共施設等々を含めまして、今後、検討はしていきたいと思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 
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○10番（瀬口 健君） 

 ありがとうございます。答弁書の中にも、中長期的に一堂に展示できる資料館の設置を考

えておりますということが答弁されておりますので、一安心したということを申し上げたわ

けですが、少しでも早くできるように、一つ一つひもといていかにゃいかんというふうに

思っているところでございます。 

 この中に、貴重なものは温度管理をして大切に保管をしているということでございますが、

こういった貴重なものというのは、ほかの自治体で資料館とかを持っている自治体、こう

いったところも貴重なものというのは一般的に見せない方向でおるのか、資料館がないけん

が見せるのか、どちらでございますかね。いつもすごい資料というのは遺物というようなも

のは案外見せないんですか。レプリカとかでやるんですか。いかがですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 やはり一般的に発掘調査されたものは、展示して、市民の方に見せて活用を図ります。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 また、今はっきりおっしゃらんところにいいところがございまして、ぜひ資料館があれば

見せたいということだろうと思うんですね。副市長、よろしくお願いいたします。 

 この重要な、貴重なものの中に玉類、それからすずりですね、こういったものが非常に貴

重なものだとしてありますけれども、しつこいようでございますが、これは卑弥呼と関係が

ありますか。しつこいようでございますが、どういうふうにこれ、玉類やすずりというもの

は貴重なものかですね。 

○議長（壇 康夫君） 

 猿渡社会教育課市史文化財係長。 

○社会教育課市史文化財係長（猿渡真弓君） 

 玉類は、やはり卑弥呼の伝承と関係が深くなってくると思います。すずりにおいては、先

ほどから言った山門郡衙、役所の跡の関係品のものとして貴重なものです。 

○議長（壇 康夫君） 
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 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 ここにも卑弥呼に関連するということが出てきたんで、私もほっとしているところでござ

います。 

 それから、次の、市外の歴史研究家、愛好家の方たちが常に訪れる歴史上の人物も含めた

資料館の必要性ということで、４番目に上げておるんですが、今、お答えいただいておりま

す。今後新しく建設するか、小学校を再利用するか、いろんな方向から検討をしていくとい

うことでございますので、それはまた別の機会に話を聞きながら、私も進めさせていただけ

ればというふうに思っているところでございます。 

 こういった歴史上の人物も含めた資料館というのは、また観光との連携はないかというこ

とで質問させていただいておりますが、歴史資料館につきましては、中長期的にということ

でございます。貴重なものを展示するということでございますけれども、ただ、貴重な遺物

等を展示するだけでは、これは観光という広く多くの方の観光として誘客するには少し寂し

いかなというふうに思っておりますが、12月１日の新聞に、「仮想現実観光、誘客のカギ」

というようなことで、これどこでしたっけ、観光庁が発表をしているんですよ。ＶＲという

ことでございまして、バーチャルリアリティーということでＶＲ、仮想現実ですね、これを

利用したらどうでしょうかというようなことでアピールをしているところでございます。こ

れは要するに仮想現実でございますので、これは特別なゴーグルをつけて見ますと、要する

にその地域の昔なら昔の映像が出てくるというようなことですよね、早く言えば。それで資

料館の中にもこういったものを採用して、例えば、女山での卑弥呼のその当時の動き、行動

ですね、そういうのをリアル化するとか、そういったものに活用できるんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

 現に、福岡城跡とか、佐賀の唐津の名護屋城跡など、こういったものを採用して観光者の

誘客をしているというようなことで非常に評判が上々だというふうに新聞に記載をしてある

ところでございます。観光庁は、このＶＲは、観光資源が少ないと嘆く地方にも有効な手段

と。うまく活用して地方での誘客にもつなげたいというふうに期待をされております。これ

は観光庁の言い分でございますので、ぜひこういうようなものを採用して、単なる資料館で

はなくて、みんなが驚くような、非常に楽しめるような資料館にすれば、観光としての交流

人口も非常に増してくるんじゃないかなというふうに思っております。 
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 教育長、ぜひとも検討をしていただければと思うところでございますが、これ資料上げて

おきましょうか。後で上げておきますので。 

 次に行きたいと思いますが、この中で歴史資料館の中には、歴史上の偉大な人物も含めて

というふうにしておりますので、私のほうではなかなか偉大な人物というのはすぐ出てくる

のは近所の野田卯太郎さんしか私は今のところないわけでございますが、市のほうで、歴史

上の偉大な人物と言われますと、まずどなたを推薦されますかね、お聞きしたいと思います

が。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 人と歩みに26名の著名人をまず載せておりますので、その方々がみやま市が誇りとする人

物の代表ではないかというふうに考えられます。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 それは教育長、私も読ませていただいたので、わかるわけでございますが、そういった

方々も、もし資料館ができた場合には、そういう方たちの何か昔、身につけておったものと

か、そういうのがあれば、非常に展示がしやすいと思うんですけれども。ぜひとも、その資

料館ができ上がりましたときには、この人物の方々の遺物も一緒に飾っていただければとい

うふうに思うところでございます。 

 そのほか、遺跡に関することでちょっとお聞きしたいんですけれども、今まで非常にみや

ま市の中の昔の、太古のものを多く聞いたわけでございますが、 近の中で、よく新聞に出

てきております唐尾羽根ですね、これは田尻惣助・惣馬が矢部川の治水のためとはいえ、農

民から鬼奉行と言われてまでつくり上げた羽根でございます。田尻惣助・惣馬というのは有

名な今おっしゃいました「みやまの人と歩み」の中にも出てくるわけでございますが、こう

いったところでございますけれども、またここには、みやま市の木のクスですね、あの土手

はクスを植えたというようなことでございますね、惣馬あたりがですね。その中のクスノキ

も国の指定になっております。さらには、みやま市の木でございまして、そのクスノキの幹
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回りが一番大きなクスがその唐尾羽根のところにあるというようにお聞きしておりますが、

こういった唐尾羽根があるところというのを今後どのようにされていくのかというようなこ

とでございます。 

 また、私の近くの問題で非常に申しわけないですが、高木に天神社というのがありますが、

これは景行天皇が建てたものであると。そして前方後円墳、その中には高貴な方が眠ってい

るだろうというようなことでございます。こういったところ、唐尾羽根、それから高木の天

神社、ほかにも後で言いたいと思いますが、こういったものの取り扱い、今後どのようにさ

れるか、お聞きしたいと思います。 

○議長（壇 康夫君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 ただいま瀬口議員さんが唐尾羽根、また、高木の天神の話がありました。 

 まず、唐尾羽根につきましては、地域で活動されてある皆様から、まず文化財の指定には

できないかということでお話をいただきまして、申請をいただいているところでございます。

これにつきましては、文化財専門委員会等で協議をしていただいているところでございます

ので、そういった結果を待ちながら、そういった指定された場合についてどういうふうに保

護していくのか、また、そういった環境をどういうふうに文化財担当としてできるのかとい

うのは今後検討をさせていただきたいと思いますし、また、高木の天神についてということ

でございます。市内にはいろんな箇所にそういったいわれの箇所が非常に多いというふうに

思っておるところでございます。一つ一つについて、詳しく調査する必要があるかと思いま

すけれども、今のところ、いろんなところ一斉にということではできませんので、一つ一つ

そういった箇所を検証しながら、計画的に調査等を進めさせていただければなというふうに

感じておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 すぐということにはできんかもしれませんけどですね、よく新聞紙上をにぎわわせていた

だいておるなと、唐尾羽根の件はですね。身がわり地蔵さんですか、というのも祭られてお
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るというようなことをたびたび新聞で読むものですからですね。 

 それから、景行天皇が建てたとあります高木神社については、今、古墳群のところはほと

んど竹林でございまして、調査すれば、すぐにでも出る状況じゃないかなというふうに思っ

ておるところでございますので、情報だけお伝えしたいというふうに思っております。 

 また、太神地域というのが、瀬高の太神、ここも非常に伝説の多いところでございまして、

神社を調べれば古代が見えてくるというようなことも言われておりますし、あそこのこうや

のお宮とか、七支刀というんですか、有名なものが発見されたというようなところもござい

ますので、ひとつ調査をよろしくいただければと思っているところでございます。非常にこ

の地域は、隠れたところで非常に貴重なものが多いんじゃないかなと私自身はそう思ってお

りますので、検討していただいて、瀬口が言うとおりだなと思うならば、ひとつ調査をして

いただきたいというふうに思っているところでございます。 

 いずれにしましても、今まで九州縦貫道路やみやま柳川インターの造成時に多くの遺跡が

出ておるわけですね。要するに今まで眠っていたところの工事、道路工事とかそういうもの

で発見されたというのが多いわけでございます。多分にそういうところですね。畑の開墾と

かそういう中で発見されたというのが多いわけですが、今後インター付近に、来年度予算化

されるかどうかわかりませんけれども、企業団地の造成というようなことになっております。

私に言わせれば、必ず造成されるところから遺跡等が出てくるというふうに思っております

が、研究者から言わせれば、大チャンスであるというふうに思われるかもしれませんけれど

も、市にとっては造成がまたおくれるというようなことになろうかと思いますが、どのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 あそこの場所につきましては、先ほど議員さんが御指摘の遺跡の分布図の中にちゃんとあ

ることは知りながら、事業は進めているところでございます。現在、地権者の同意を得なが

ら、試掘調査を行っておりまして、その取りまとめが間もなく出てくるものと思います。 

 その試掘調査の結果をもとに、例えば、文化財の発掘を本格的にやらなければならない条

件であれば、それは法にのっとってやっていく所存でございますので、計画の見直し等につ

いては、またその結果が出てから考えさせていただきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 遺跡や古墳が出てくるのは承知の上だというようなことでございますので、安心している

ところでございますが、片方を立てれば片方が立たずで、造成がおくれれば、それこそ企業

団地、人口減対策というようなことがおくれてくるというようなこともありますので、ひと

つそこら辺はうまく調整をしていただいて、進めていただきたいと思うところでございます。 

 後に、みやま市長におかれましては、みやま市は古代卑弥呼のロマンを秘めた歴史のま

ちであるというふうに言われております。市長、お聞きでございましょうか。 

 多くの研究者も邪馬台国、山門説を唱えられておられて、現にそれを裏づける遺跡や遺物

がたくさん発見されております。今までのやりとりからもうかがわれますように、卑弥呼に

まつわる遺跡や遺物というのはたくさん出ておるところでございます。しかしながら、まだ

まだ未発掘、未調査の史跡がたくさんあるようでございまして、今後の調査次第では、全国

の研究者が驚くようなものが発見されるかもしれませんというふうに私は思っているところ

でございます。非常に今までの文献やきょうの話の中から、そのように強く思うところでご

ざいますし、みやま市の歴史はそれだけ価値あるものだと信じておるところでございます。

近い将来、再調査され、多くの遺物を、貴重な遺物を発見されて、資料館には先ほど言いま

したＶＲを採用して、歴史館を運営されて、この中には多くの研究者も含めて方々が行き交

う姿を早く見たいというふうに思っております。 

 いずれにしても、この貴重な資料が多々ある中で、資料館の建設を少しでも早くしていた

だければというふうに思っておるところでございます。一つのこのＶＲを採用すれば、これ

くらいの非常に貴重な多くの史跡とか古墳がございますので、多くの方が訪れるのではない

かなというふうに思っておりますが、今後検証をしていただいて進めていただければと思っ

ております。 

 後に市長、一言お願いをいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 
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 全国には自分のところが卑弥呼の里だというところが四十数カ所あるそうですよ。だから、

どこでも声が大きいほうが勝つのではないかと思いますので、なるだけ声を大きくして、う

ちもそれにのっとりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 このごろ市長、少し声が小そうなりよりますので、また大きな声でひとつよろしくお願い

します。 

 教育長、 後に一言、15秒ぐらいありますので、お願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 資料館は前向きに、市長、副市長と相談しながら進めてまいります。その折に、やはり多

面的に、私としてはパッケージとしてみやま市ならではの特色のある資料館にしたいと、方

向性についてはそういうふうに考えております。なお、観光と結びつくかどうかも、これも

また検討して、いずれにしても、みやま市を発信する一つの方途になればというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。（「どうもありがとうございました」と呼ぶ

者あり） 

○議長（壇 康夫君） 

 それでは、ここで暫時休憩をとりたいと思いますけど、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 それでは、再開は45分からとさせていただきます。 

午前10時34分 休憩 

午前10時45分 再開 

○議長（壇 康夫君） 

 それでは、休憩を閉じて一般質問を再開させていただきます。 

 続いて、６番前武美君、質問を行ってください。 

○６番（前武美君）（登壇） 
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 皆さんおはようございます。６番議員、前武美でございます。ただいま議長の許可が出

ましたので、一般質問を行わせていただきます。 

 今回の一般質問でありますが、みやま市内にある基幹道路、国道及び県道の整備推進につ

いて質問をいたします。 

 本市では、便利で快適なまちづくりを目指して総合計画の中で利便性の高い地域交通体系

の整備を掲げられております。その成果として、我がみやま市においては九州縦貫自動車道

のみやま柳川インターを初めとして、市内には既存の国道208号、国道209号とあり、また本

年９月に福岡県内４市を結ぶ有明海沿岸道路の全線開通がなされ、佐賀県、熊本県への広域

道路としてあらゆる利便性の高い道路の完成を見ました。さらに、国道208号の浦島橋にお

いては１年繰り上げての本年度完成という、地域、市町村の推進の成果と地元国会議員と国

における特段の御尽力のたまものと思っております。このように、基幹道路である立地を生

かしたさらなるみやま市の便利で快適なまちづくりに努めていただきたいと思っております。 

 その中で、先ほど申しましたように、総合計画に基づき整備は整ってまいりましたが、現

道であります国道208号、国道209号につきましては、地域住民の生活道路の一部でもあり、

安全・安心のまちづくりの一つとして国道沿線の土地利用、生活環境の整備を整えるために

は歩道の整備を積極的に推進していただきたい。現在は既に国道208号の浦島橋から江浦地

区の歩道拡張事業が進められておりますが、新浦島橋ができますとともに、現在計画区間の

早期の完成を国に働きかけを行っていただきたい。 

 また、同じ国道208号沿線で下楠田地区におきましても、住宅密集地域の歩道新設を実施

され、第１期は完成しておりますが、地域の約半分が第２期として未着手であります。この

地域は過去に歩行者の死亡事故が何件か起きておりますので、一刻も早く全線の完成を国に

働きかけていただき、地域住民の安全・安心な生活環境づくりを進めていただきたい。 

 次に、国道209号でありますが、本市の中央を南北に縦断しており、市の開発、活性化に

は重要な道路であります。そうした中、一定交通渋滞解消の交差点改良などを実施していた

だいております。しかし、本道路が中心となった基幹道路網となっており、今後におきまし

ても本線を核とした計画的な土地利用の推進を行うためにも渋滞解消や沿線開発を促すため

の歩道の整備による一層の促進の働きかけを願うものです。 

 続いて、県道の整備推進について質問いたします。 

 本市には福岡県が管理されている国道443号を初めとする17路線の県道が存在しておりま
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す。おかげをもちまして、国道443号バイパスも昨年完成し、住宅密集地を避けた交通緩和

解決整備がなされました。さらに、現在も市民に身近な道路として県道改築が着々と進めら

れているところであります。 

 先ほど申し上げました基幹道路である国道を中心とし、県道においても本市での道路体系

の充実が図られております。そうした中で、基幹道路を生かした道路網整備計画の中で、現

在進められております国道209号と国道443号を結ぶ主要地方道高田山川線のバイパス建設で

あります。本バイパス事業も大幅な増額配分により、昨年より事業が積極的に取り組んでい

ただいており、完成も近いと期待しておるところでございます。これもひとえに、市の計画

的な推進を御理解いただいた地元県会議員と福岡県における特段の御尽力によるものと感謝

申し上げます。 

 ここで、本市の発展と活性化を進めるために、今回さらに本道路の延伸推進を取り組んで

いただきたい。なぜなら、本道路は有明海沿岸道路の事業計画の中に本市には２つのイン

ターチェンジが設置されております。そのうち、フルインターである高田インターチェンジ

へのアクセスとして都市計画道路江浦原線として同時に決定されております。これが実行さ

れますと、本市のみやま柳川インターから国道443号を経由し国道208号と接続し有明海沿岸

道路へと連結するのと同じように、国道443号から国道209号、208号と接続し有明海沿岸道

路の高田インターチェンジへとの国道間の地域開発を連携する重要な道路となります。その

ためにも、市としては現在進められております主要地方道高田山川線のバイパス事業として

の延伸事業、このことを福岡県に御理解いただけるよう積極的に取り組んで、本市の南部開

発にも推進を図ってもらいたい。また、市民の身近な生活道路である県道整備の中で、安

全・安心のまちづくりを築く一つとして歩道の整備を積極的に取り組んでいただきたい。特

に小・中学校の登下校として多くの生徒が通学路として通っており、また、沿線道路の生活

安全確保のためにも積極的に福岡県に取り組んでいただくよう推進を図ってもらいたい。 

 以上、２点の国道整備推進についてと県道整備推進について、みやま市の発展、開発化、

安全・安心のまちづくりの取り組みとして市長の積極的な推進される考えをお聞きします。

よろしくお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君）（登壇） 
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 答えはあなたがおっしゃるように、全力で県や国に働きかけて、道路整備をお願いすると

いう答弁で、それだけでいいんだと思いますけど、一応書いていますので、読みます。 

 前議員さんの基幹道路である国道及び県道の整備についての御質問にお答えします。 

 まず、１点目の国道の整備推進についてでございますが、議員御指摘のように、本市は有

明海沿岸道路、国道208号、209号や国道443号バイパスなど国、県が管理する主要な幹線道

路がございます。その整備につきましては、合併以降、平成21年３月に九州自動車道のみや

ま柳川インターが供用開始され、それに接続する国道443号三橋瀬高バイパス及び本吉小川

線が整備されました。本市にとりましては、広域交通ネットワークにより、利便性の向上が

図られ、大きな経済効果が生まれてきました。 

 また、平成20年に着手された浦島橋の橋梁かけかえ事業につきましても、国の御努力によ

り本年度中に完成する運びとなり、通勤時の渋滞緩和と大牟田市、みやま市、柳川市を結ぶ

地域の幹線道路として大きな期待をしているところです。 

 これらの国、県が管理されている道路は、地元、市の要望により着実に整備が進められて

おり、感謝しているところです。 

 国による本市の歩道整備事業としましては、現在、上長田地区、太神地区、江浦地区が対

象となっております。また、下楠田地区につきましても、本年８月に地元説明会があり、本

年度は用地幅くい等の測量、調査が行われております。したがいまして、本市の歩道整備事

業といたしましては、現在４地区で実施されております。また、新たに濃施地区より歩道整

備要望があり、要望書を提出したところです。 

 以上申し上げましたとおり、国における歩道整備については、多くの箇所を実施している

ところであり、機会あるごとに事業推進をお願いいたしております。 

 次に、２点目の県道の整備推進でございますが、国道443号三橋瀬高バイパスの４車線化

や高田山川線バイパスなど、多くの整備を進めていただいています。特にＪＲ鹿児島線と国

道209号線を高架でまたぎ国道209号に接続する高田山川線バイパスは、本年度事業推進が図

られ、整備が進んでまいりました。 

 これに続く有明海沿岸道路の高田インターまでの事業の延伸については、その必要性を強

く認識しているところでございます。都市計画道路江浦原線として平成10年に路線決定され

ており、事業延長は約2.3キロメートルと事業費が大きくなることから、県事業として採択

していただくため、要望する必要があろうと考えております。そのため、福岡県と事前協議
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を行い、地元県議の協力を得ながら、今後、事業採択に向け進めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、県道の通学路等の歩道整備についてですが、桜舞館小学校に接する高田山川線の道

路整備を本年度より事業着手されました。本県道は幅員も狭く歩道もないために通学路とし

て指定することができず、教育委員会と連携して要望したところです。 

 国道、県道の整備につきましては、幹線道路としての機能向上や市民の利便性、安全性を

確保するため整備推進する必要があります。今後も地元の協力を得ながら必要な箇所の要望

を行ってまいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 ありがとうございました。 

 さっき市長がおっしゃられましたように、私の通告分だけで御理解いただいて、当初の答

弁だったと思います。しかしながら、これを私がここであえて質問させていただくのは、や

はり市民の方が、市の整備はもちろんでございます。総合計画の中でいろんな、さっき成果

も申しましたが、どのような上位組織に対して働きかけをされてあるのか、期待もあると思

いますので、そこら辺をきょう質問として述べさせていただきたいと思っております。 

 先ほどの答弁でありましたように、このみやま市でございますが、３町合併しましても、

やはり人口から面積、小さいところでございます。しかしながら、よそに見ないような東に

高速道路、また西には高規格道路がありまして、その中央部には国道が３路線ございます。

このような交通体系が充実している市というのはなかなか見ないと思っております。そう

いった路線を基幹道路として国は整備していただきまして、おかげをもちまして農産物の流

通や産業の集積が図られていると思っております。それで、今までこの道路の高速、国道の

整備がなされる前については、どちらかというと、このみやま市、合併以前は通過道路、通

過地域というふうな感じがございました。しかし、今現在を見ていただきますと、私が言う

前にもう市長も御存じでしょうが、みやまインターを利用されて、広域的にいろんな方面か

らおいでいただきます。今までは、このみやま市を通過されてあった方々がみやま市を目的

としておいでいただく、この道路整備によって呼び寄せるまちというふうに変わってきたと

私は思っております。こういったいろんなインフラ整備がございますが、やはり人の流れを
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呼び寄せるためには、こういった道路の交通網の整備が必要ではないかというふうに考えて

おるところでございます。 

 それで、先ほど言います道路の整備の中で一番効果、成果を上げておる分が、みやま柳川

インターと有明海沿岸道路の間だと思っております。特にみやま道の駅、これは福岡県３番

目という地域、また広域的他県からの方たちもあそこの駐車場に、私はよく昼の弁当は必ず

あそこで買って食べるようにしておりますが、そのたびに車の駐車されてあるのを見ますと、

他県の方が多く見られます。そういったふうに呼び寄せるような効果が、こういった道路の

整備によって、道路網の整備によってできておるんじゃないかというふうに思って、今後さ

らなる沿線の発展が望まれるような整備をお願いしたいと思っております。 

 それと同時に、この道路網の整備によって地域の活性化、向上というふうになりますが、

御存じのように、近年はいろんな災害が起きております。この道路が一番わかられると思い

ますが、地域の活性化はもちろんでございますが、防災上も非常に重要な道路でございます。

近年、私もいろんなところに行きましたが、東北震災、熊本震災、また今年の朝倉地域の豪

雨災害を見て、そういったところに私は行ったんですが、どこでも一緒ですが、基幹道路が

被災を受けた、これについてはインフラ関係が全て寸断されるというような状況を見てきて

おります。やはりそこで寸断された方々が、もう報道とか、いろんなことで御存じのように、

そこの方たちが生活するのに救援を求めても救援がなされないというような状況が起きてお

ります。一番わかりやすいのは熊本の国道57号でございますが、あの道路が寸断され、現在

は仮設的にあっているんですが、そういった部分をこのみやま市を見てみますと、先ほど言

いましたように、道路網の整備が充実しております。そして、浦島橋も老朽化した橋が今年

度完成ということになれば、こういう自然災害、大きな災害が起きても安心した地域になっ

ていったと私は思っております。今、ここにみやま市民の方も当然ですが、そういった整備、

安心できるまちということを呼びかけていけば、呼びかけて理解していただければ、またこ

のみやま市の人口もふえてきて、観光、商業で人を呼び寄せるんじゃなく、永住化していた

だく方もふえてくるんではないかというふうに思っております。 

 今言いますように、国道、重要な基幹道路の整備は一定完了して、本当にありがたいと

思っております。しかしながら、そういった道路をしますと、先ほど言いますように、いろ

んな広域的なところからみやま市へおいでいただく方がふえるということで、交通量もふえ

てきております。現に国道443号、インター、有明海沿岸道路のすぐ道路でございますが、
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当初は片側１車線でございました。当初の見込みはそう交通量が急激に多くならないという

予想のもとで１車線でございましたが、現在は片側２車線にされてあります。これは１日交

通量が１万台以上になりますと、道路構造上の問題で２車線ということになっておりまして、

現在着々と進んでおります。今、国道209号の交差点では時間帯によっては長く渋滞する部

分ができておりますが、これが完成しますと渋滞緩和になり、車の往来も緩和されていくだ

ろうというふうに思っております。 

 それと同時に、それを車が通りますと、沿線の方たちはその国道、基幹道路でありながら

生活道路としてそれを活用されてあります。今、見てみますと、国道のほとんどのところに

歩道がございますが、先ほども答弁でありましたように、国道208号の高田の下楠田地域で

ございますが、ここについては住宅の連檐地でございます。交通量も多うございます。過去

には何件かここで交通事故があって、残念ながら、何名かの方が交通事故で亡くなられてお

ります。そういったことを考えますと、これは長年お願いしておったんですが、先ほどもあ

りましたように、約半分が終わっております。残る半分がまだ終わってないです。それを積

極的に、先ほどの答弁では用地測量、幅ぐいと、そこまで進んでおるということでございま

すが、まずは沿線のそういった対象者の方の御理解、御協力が必要と思います。それに対し

ましては、国に要望する、推進していくだけではなく、市としても地域住民の方に積極的に

入っていかれて御理解いただくようなことを、お願いするだけじゃなく、こちらのほうも積

極的に進んでいっていただければ、事業の推進が図られるのではないかというふうに思って

おります。 

 それで、以前でございますが、このみやま市が合併しましてからないんですが、国、県に

いろんな事業をお願いするときに、やはり問題は用地でございます。用地の御協力があって

こそ、こういった事業ができるんですが、なかなかそこに入ったときには時間がかかってく

るということがございます。先ほども申しましたように、国、県の事業と言いながら、やは

りそこにおられるみやま市民の安全・安心のために進めておる事業でございます。そういっ

た部分で、以前はこういった事業をお願いするときに、行政、市が、以前は町でございます

が、そういった沿線住民、地権者の方に行きまして、御了解を得たときには事前に基金で取

得をしておりました。そして、事業開始していただいて、国、県に買い戻していただくとい

うことで事業もかなり進んでいったときもございます。それで、今言いますように、汗を流

すと、一緒に汗を流すという意味では、私どもの基金で取得しまして、それがゼロで差し上
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げるわけではございません。当然その対価としていただけるわけでございますので、事業の

推進を図る、住民の安全を確保するためにも、住民の方、地権者の方が御理解いただけたな

らば、いち早く基金で取得して、一年でも早く完成するようなことをやっていただければと

いうふうに思っておるところでございます。 

 それと、先ほど言います下楠田地区でございますが、以前、私がその地域のことを担って

おったんですが、その地域の中で地権者の方に御理解いただいて事業を始めておりました。

非常に残念なことなんですが、工事期間中に歩道ができ上がろうとしたときに、横断歩道

じゃなく歩道から工事中の歩道のほうに渡られておるときに、残念ながら、車からひかれて

亡くなられたという案件もございます。自分たちの地域のために必要だということで、いち

早く協力いただいたその方が亡くなられたという私のつらい思いがございます。そういった

意味でも、御了解いただいた方については、基金でも活用して事業を進めていただけるよう

なことをお願いしたいというふうに思っております。 

 そういったことで、地域の活性化、そして安心・安全を保っていかれると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、県道整備についてでございますが、市内に17路線という県道があります。先ほども

言いましたように、この小さいみやま市の中で県道が17路線ということも、これはまれだと

いうふうに思っております。この県道の役割でございますが、やはり国道の基幹道路と連携

した地域の活性化、広域的な役割を持つ道路でもあるというふうに思っております。このよ

うな道路についてでございますが、今、冒頭言いましたように、国道443号、これは県が管

理されてある分でございますが、こういった分を活用して整備をしていただければ、大いに

道の駅の発展、県外、市外の方を呼び寄せるということができますし、また道の駅の近くに

は市民の安全・安心を守るために も出動、活動しやすい消防署の拠点とかができ、また今

後については、その周辺の沿道開発が望まれてくると思います。既に企業が進出していただ

いておりますが、こういった道路の整備、国道に限らず県道の整備によって、いろんなみや

ま市の活性化、発展が望まれていくというふうに思っておるところでございます。 

 そういった中で、今、国道、県道の整備が終わったと言いましたが、ただ一つ、ここでお

話ししたい分が県道高田山川線の整備であります。この整備につきましては、冒頭申しまし

たように、国道443号、みやま市の中心部から、そして山川地域、熊本県へとつながってお

ります国道443号が、そこから今、福祉施設あたご苑までは完成しておりますが、今回、国
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道209号までの事業が展開されております。おかげで、現在はＪＲ鹿児島本線と国道209号の

タッチするまでの工事が着々と進められており、近いうちに完成を見られるものと思ってお

ります。これが完成しますと、みやま市南部の活性化が大きく変わっていくものと思ってお

ります。先ほど言いますこの国道209号までをしましても、このみやま市の南部、高田地区

でございますが、そこまでで終わっていくものではないかと思います。しかし、有明海沿岸

道路の高田インター、フルインターがございます。現在は江浦地区でも土地改良でつくられ

た農道を通って高田インターまで行かれております。道路も傷み、交通量もふえ、その地域

には迷惑をかけていると思いますが、この高田山川線につきましては、冒頭言いましたよう

に、有明海沿岸道路が計画されたときに、高田インターの設置を決められ、と同時に、この

高田山川線を将来は高田インターまで延伸するということで都市計画道路江浦原線としてそ

の当時、決定をされております。その分について、いち早く沿岸道路とともに、今の高田山

川線を都市計画道路として決定をしておりますが、今現在、この道路の事業されております

分の完成見込みと、それから高田インターまで延伸する、都市計画では決定しておりますが、

今後どのようになっていくのか、現在どこまで進められてあるのか、そこら辺をお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（壇 康夫君） 

 内野建設課長。 

○建設課長（内野逸雄君） 

 おはようございます。ただいまの御質問の件でございますけれども、県事業ということで

明確な分については不確定なところがございますけれども、現在の高田山川線バイパスの完

了見込みというのは、約３年後ということをお聞きしています。ちょっと不確定な部分があ

りますけれども、そういうことであります。 

 それから、高田山川線バイパスの延伸、すなわち都市計画道路江浦原線の整備でございま

すけれども、市としましても必要性は強く感じているところでございます。議員言われます

ように、過去にそういう調査等の経緯がございますけれども、現在、具体的な計画はないよ

うであります。したがいまして、いずれにしましても、大きな事業となりますので、今後、

手順を踏みながら、県に働きかけを行い、進めていく必要があろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（壇 康夫君） 
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 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 ありがとうございます。 

 たしかこれは平成10年に都市計画決定をして、私の記憶の中では、都市計画決定したとき

に、沿線の地域には説明会を行い、そして国道209号から高田インターまで延伸するための

測量が終わったというふうに私は記憶しております。それで、都市計画決定してじゃなくし

て、地域住民にも説明をしまして、そして測量をしたという計画図はあると思います。路線

決定もしておると思います。そういった分で、ただ、今、課長が申されたように、事業主体

の決定がしておりません。そして、都市計画道路というのは、本来、市の部分でございます

が、これだけの事業を展開しますと膨大な事業費がかかってくると思いますし、市の財政面

からしましても不可能だというふうに考えます。それで、言いますように、広域道路でござ

います。広域道路ということでありますならば、県のほうにぜひとも事業を取り組んでいた

だきたい、この要請を強く市のほうからしていただきたいと思っております。こういった道

路を利用しまして、広域的な分を望まれております。今、国道209号が接続しますと、南部

地域にはヨコクラ病院という緊急医療施設がございます。有明海沿岸道路ができますと、広

域的な緊急医療もできるというふうに思っております。そしてまた、この地域には商業、い

ろんな部分が現在もございますが、さらにそういった商業施設とかおいでになると、にぎわ

いのある地域に発展していくと思っておりますので、魅力あるみやま市、にぎわいのあるみ

やま市ということで総合計画でも掲げてあります。こういった道路網の整備をしていただく

ことによって、それがなし遂げられるというふうに考えておりますので、力強い推進をお願

いしたいと思います。 

 それと同時に、一定県道もおかけで整備が進んでおりますが、先ほど申しましたように、

終的には沿線住民の安全・安心を守るための歩道が必要になってきます。現在、県道もか

なりのところ進めていただいておりますが、一つだけ例を申し上げたいと思います。昨年、

国道443号が完成しました。山川地区の危険地域を回避することで、今でき上がって通られ

ておるんですが、このときに国道443号を計画するときに地域住民に計画、事業の説明をし

ましたが、かなりの反対が起きました。今まで平穏な交通量が少ない地域に国道を持ってく

るということで反対されまして、その理由が、先ほど言いますように、平穏な地域を分断す

る計画になっておりました。しかしながら、県の方々、私も含めて説明をしまして、御理解
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いただきまして、現在の道路が完成しております。そして、県のほうには当初は片歩道とい

うことであったんですが、両歩道をしていただきまして、沿線の方の安全は確保されたと思

いますが、先ほど申しましたように、集落が分断されました。しかし、地域の交流をするた

めには両歩道あっても行き来をしなければなりません。特に集会所、公民館とか地域の方々

がお集まりになる、そして日常の地域の方との会話も必要になります。それをするために片

側だけではなく、相手のほうに渡るということになりますが、歩道は完成しておりますが、

渡る場所がございません。国道443号の山川、今、バイオマスセンターが建設されてある元

山川南部小学校から桜舞館小学校の近くの飯江川にかかっておる橋の間、約２キロ未満と思

いますが、ここに全く横断歩道がございません。２キロ近くのところに横断歩道がございま

せん。この集落を分断しました。今言いますように、将来の広域的な考え方、渋滞緩和の目

的でやりまして、分断をする目的ではございません。しかしながら、将来のみやま市を考え

た中で、やむを得ず地域の方たちが御理解いただいて完成したところでございますが、地域

の交流ができないような状態になっております。先ほど国道208号で死亡事故があったと申

しましたように、こういった分を解消するためにも歩道の設置、また信号、横断歩道の設置

も必要だというふうに思っております。地域の活性はもちろんです。そして、今申しました

ように、人を呼び込むことが道路の整備によって完成しつつあると思います。こういった両

面を整えるために、いろんなことを上部組織であります国、県に強く働きかけていただきた

いと思って、あえてここで私が質問しなくても、 初市長が答弁されましたように、十分御

理解いただいておりますが、もう一度ではなく、これ以上にまた協力いただくような推進を

図っていただきたいと思います。市長、よろしくお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 私は、道路ができただけで両方の交流ができないということはないと思います。ちょっと

５メートルばかり渡るとできますからね。そんなあなたがおっしゃるように、必ず道路がで

きたから分断されたという考えは持ちませんけど、歩道はつくったほうがいいと思います。 

○議長（壇 康夫君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 
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 そうです。今、市長が一時的に体調を崩されて一番おわかりと、御理解いただいていると

思います。歩道があるところは歩道を通っていいんですが、私がさっき言いましたように、

道路を横断する信号があればいいです。（「ありますよ」と呼ぶ者あり）いや、私が言って

いるのは、今、例を言ったじゃないですか。国道443号を言っているんです。国道443号のと

ころに２キロ弱の区間に全く信号もございません。信号から信号の間が２キロ弱あるんです

よ。その中で、言いますように、歩道が両方あります。しかし、地域間の交流する横断する

横断歩道もない、信号もないんですよ。ですから、このみやま市、全国的ですが、高齢化に

なっております。そこを道路を横断するときに、交通量、今まで全く通っていないところを

大型車両が通っております。危険な地域になっております。そういった分を十分調査してい

ただき、地域の方の事情も聞いていただいて、安全な地域になれるような横断歩道をという

ことで今言ったんですよ。あるところはいいんですよ。押しボタンがあって、横断歩道を

渡って、それは充実されております。しかし、せっかくつくられた国道443号が地域の方た

ちに危険を及ぼすようなことを避けていただきたいということで私は今申し上げただけでご

ざいますので、そこら辺を調査していただいて、強く要請をお願いしたいと思います。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 御指摘の現場を検証させていただきまして、安全・安心のまちづくりのためにも、一応あ

るケース等々について要望していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 わかりました。 

 現場調査はもちろんですが、地域の方の事情も十分お聞きいただいて、そして県、また横

断歩道は公安委員会になると思いますが、そういった要請をお願いしたいと思います。 

 私が言いますのは、こういった道路網の整備を行うことによって、みやま市のにぎわいあ

るまちづくりができ上がると思っておりますので、市の道路はもちろんでございますが、そ

れ以上の基幹道路である道路の整備をお願いしまして、これで終わっておきます。どうもあ
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りがとうございました。 

○議長（壇 康夫君） 

 このまま続けてやりたいと思いますけど、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 続いて、１番奥薗由美子君、一般質問を行ってください。 

○１番（奥薗由美子君）（登壇） 

 皆様、改めましておはようございます。議席番号１番、公明党の奥薗由美子でございます。

議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、初めに食品ロス削減のさらなる取り

組み推進について質問させていただきます。 

 まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品ロスの削減を目指し、ことしの10

月30日と31日の両日、長野県松本市と全国おいしい食べ切り運動ネットワーク協議会が主催

して、初の食品ロス削減全国大会が松本市で開かれました。 

 大会では、食品ロス削減に向けた先進的な取り組みが紹介され、また、10月30日を食品ロ

ス削減の日とする提案が承認されるなど、食品ロス削減の取り組みを全国に広げる活動が活

発化しています。 

 そこで、食品ロス削減のさらなる取り組み推進について２点お尋ねいたします。 

 １点目に、30・10運動のさらなる推進についてお尋ねいたします。 

 昨年、平成28年12月議会で、私は宴会での食べ残しを減らすため、宴会始めの30分と終了

10分前は席に着いて料理を食べる30・10運動の推進について一般質問させていただきまし

た。その際、西原市長より前向きな御答弁をいただき、また、環境衛生課長からは、30・10

運動をお知らせするコースターやポスターを作成し、事業所へ配布することも検討している

との御答弁もいただきました。 

 本年、みやま市オリジナルの30・10運動コースター１万枚が作成されました。こちらの

コースター（現物を示す）になります。また、コースターとあわせて、30・10運動のポス

ターも市内の希望する飲食店に11月中に配布されるとのことでしたが、現在の配布状況がど

うなっているのか、お尋ねいたします。 

 また、今後の活用の仕方も含め、さらなる推進計画があればお教えください。 

 ２点目に、フードドライブなどの新しい取り組みについてお尋ねいたします。 

 家庭などで余った食品を学校や職場などの拠点に持ち寄り、生活困窮者や福祉施設などに

無料で提供する取り組み、フードドライブですが、名古屋市では、市がＮＰＯ法人と連携し、
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市の環境学習センターを拠点として、ことしの５月からフードドライブの取り組みを本格運

用されています。 

 食品ロスの約半分は家庭から出されており、フードドライブの取り組みは家庭から出る食

品ロスを削減するだけでなく、生活困窮者の自立支援にも役立つものであります。 

 また、兵庫県加古川市では、昨年末の宴会シーズンに合わせて協力店を募り、おいしい食

べきり運動をスタートさせました。飲食店に対し、小盛りメニューの導入や30・10運動をお

願いしたり、小売店については、単身高齢者向けに小分けした商品の販売をするなどの実施

もされています。 

 ほかにもＮＰＯ法人や企業などと協力して食品ロス削減に取り組む自治体が全国的にふえ

てきています。みやま市でもぜひ新しい取り組みを推進してはと考えますが、市の見解をお

聞かせください。 

 以上、２点につきましてお尋ねいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長、お願いいたします。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 ちょっとお聞きしますけど、30・10というのは、このみやま市が発祥したんですか、それ

とも全国的なあれですか。（「長野県松本市が発祥です」と呼ぶ者あり）ああ発祥、30・10

運動ですか、やっぱり。何か20・10がいいんじゃないかというあれもあるんですけどね、あ

んまり長過ぎるという。 

 奥薗議員さんの食品ロス削減のさらなる取り組み推進をの御質問にお答えします。 

 １点目の30・10運動のさらなる推進についてでございますが、乾杯後30分と、お開き前10

分は自席で食事を楽しみ、食べ残しをなくす30・10運動を啓発するため、全行政区対象の生

ごみ分別説明会の中でも食品ロスの現状を説明してまいりました。 

 また、コースター１万枚、ポスター200枚を作成し、今月中に市内50店舗に希望枚数調査

を行い、希望する店舗に配布する予定です。この取り組みを一過性に終わらせることなく、

今後もコースターの配布は継続していきたいと考えております。 

 30・10運動のさらなる推進計画としては、飲食店での取り組みだけでなく、家庭での取り

組みも重要となってまいります。家庭における30・10運動には子供たちの活躍が期待されま

す。 
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 小学校社会科部会の先生方と環境衛生課が共同で作成している小学校４年生の環境学習副

読本「ごみとわたしたちのくらしワークブック」の改訂を今年度行います。そのワークブッ

クの中に、食べ残しをなくす「もったいない」の心がけについて掲載し、家庭における食品

ロスを減らす運動の一翼を担っていただきたいと考えております。 

 次、２点目のフードドライブなどの新しい取り組みについてでございますが、旧山川南部

小学校校舎では、市が目指している環境型社会を広く普及啓発するため、バイオマスセン

ターでの取り組みや再生可能エネルギーについて、総合的に体験できる施設を整備中です。 

 施設整備の一つとして、バイオマスセンターでできた液肥を利用し、栽培した作物を総菜

などに加工し、販売までできる食品加工所や、そこでつくった料理を提供できるカフェの整

備を検討しており、その施設で、まだ食べられる食材をうまく活用し、食品ロスを減らすこ

とも検討しています。 

 また、一般家庭向けの生ごみ分別説明会が12月で終了し、１月以降に事業所向けの生ごみ

の分別説明会を計画しておりますので、その中で、各事業所で利用できる食品があるのか調

査を実施したいと考えており、フードドライブなど、本市における新しい取り組みを進める

ための基礎データをまとめたいと考えております。 

 環境衛生組合の理事、エコサポーターの方々とも十分協議しながら、本市における食品ロ

スの対策についてお知恵を拝借し、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 御答弁ありがとうございました。市長は、みやま市では20分ということでしたが、中には

20分でも長い、10分でもいいんじゃないかとおっしゃる御意見もあるようですが、とにかく、

これから忘年会シーズンということで、宴会シーズンに突入いたしますので、30分が20分に

なっても10分になっても構わないとは思いますが、やはり食べ残しを減らすというこの意識

の啓発ということで、せっかくこういったかわいいくすっぴーもデザインされたコースター

を１万枚作成されたということですので、ぜひ活用をしていただければと思っての質問では

ございます。 

 先ほど答弁の中に、配布する予定ということで、現状、どれだけ希望の店舗があって、ど

れだけ配布しているのかという具体的な数字はちょっと出てきていなかったんですが、もし
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わかる範囲で構いませんので、現状を教えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 松尾環境衛生課長。 

○環境衛生課長（松尾和久君） 

 今回、ちょっと時間がかかりましたけど、このコースターを作成いたしまして、50店舗、

市内の、たくさん飲食店ありますけども、このコースターを使う見込みのあるところをピッ

クアップいたしまして、50店舗のほうに直接郵送で、こういうコースターをつくりましたか

ら、ぜひ御活用くださいということで、もう本当つい 近になってしまったんですけども、

お配りしておりまして、その中で今約10店舗ぐらいが出ておりまして、特に宴会が多いとこ

ろが中心ですけども、それ以外、たくさん、宴会じゃないところも含めて50店舗を選んでお

りますから、本当みやま市の主要な宴会のところについては、ほとんど手を挙げていただい

ておりますので、今後さらにこちらからも出向いたりしながら、ぜひ活用をということにつ

いては推進してまいりたいと考えております。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございます。課長もおっしゃったとおり、宴会中心ではなく、それ以外の飲食

店もということですので、せっかくつくられたコースターですが、１万枚が無駄にならない

ように、今後も継続して、特に今はちょっとこれから宴会シーズンが続きますので、今一番

需要がある時期かと思いますので、今の時期、そうですね、特に力を入れてしていただきた

いんですが、やはり市内、市民の方、飲食店も含めてですけど、やはり啓発活動というのは

継続が大事でありますし、やはり一般に普及するまでには時間がかかると思いますので、今

回、コースターとポスターを作成していただきましたが、単発で終わるのではなく、今後も

継続して運動を続けていただきたいと考えておりますが、どのようにお考えか、教えていた

だいてよろしいでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 松尾環境衛生課長。 

○環境衛生課長（松尾和久君） 

 30・10運動というのが始まったということで、先ほど市長も言いましたように、まずこの
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意味をわかっていただくということが大事なことだと考えておりますし、市長の答弁の中に

もありましたように、この30・10運動推進の一翼として、小学４年生の環境学習にというこ

とはお答えしていましたけども、それに加えて、今回議員がいろいろ御質問の中にもありま

すように、フードドライブなどにつきましても、先ほどお答えしましたように、まず市内の

業者さんたちの食べられるような食材があるかどうかの調査をしっかりやって、それも踏ま

えて30・10運動もそれに総合的に計画を立てていきたいと考えておりますので、今後また検

討をさせていただきたいと思います。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございます。今後も総合的に検討していくということで、前向きな御答弁とい

うことでありがとうございます。 

 次の２点目のフードドライブなどの新しい取り組みについて、また改めて御質問させてい

ただきます。 

 昨日、吉原議員の質問の中でも、生ごみ削減など経済効果についての御質問もありました

が、京都市の試算によりますと、４人家族で年間60千円分の食料を捨てており、そのごみを

処理するのに５千円もかかっているということでございます。これを全国に換算すると、年

間で11.1兆円、かなりのすごい金額になりますが、を失っているという計算になるそうです。

こうした非常にもったいない状況を改善するためにも、昨日、バイオマスセンターのお話も

ありましたけど、生ごみ処理のほうも大事ですが、生ごみにさせない、ごみになる前の段階

の取り組みというのも非常に重要になってくるかと思います。 

 先ほど私が、フードドライブとか食べきり運動とか御紹介を幾つかさせていただきました

が、こういった新しい取り組みも含めてバイオマスセンターで総合的に体験できる施設など

も整備を検討されて、実際できることから徐々に始める計画であるということはお伺いして

おりますが、具体的に、先ほどお総菜をつくったりする計画とかいうのも触れていただきま

したが、ほかに何か考えていらっしゃることがあれば教えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 松尾環境衛生課長。 

○環境衛生課長（松尾和久君） 
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 今、計画しているものを少し御紹介したいと考えておりますけども、今清掃センターで小

学校４年生はごみのことについて学んでおりまして、学習する場があります。将来は柳川市

のほうに焼却場ができますので、そのほうにそういう環境学習をする場所も整備する予定な

んですけども、山川南部小学校はそのようにしてバイオマスセンターということで生ごみの

資源化を学べるような部屋もつくっております。 

 その中で検討しているのが、食べ物ではないんですけど、例えばまだ使えるテーブルであ

るとか、椅子であるとか、いろんな品物も考えておりましたけども、議員御指摘がありまし

て、私も気づいたんですけども、議員から教えていただいた分なんですけども、フードドラ

イブということで、そういうふうな生鮮食品以外の、要するにまだ保存がきくような食べ物

を南部小学校のほうで一回集めて、それをＮＰＯ法人などを通じて生活困窮者へ配布してい

るような活動が名古屋市でされているということを教えていただきましたので、先ほど言い

ましたような、そういう家財だけではなくて、そういうふうなまだ食べられるようなものを

集めて提供するということも一つの選択肢としてやっていけば、ますます南部小学校の施設

が有効活用できますし、また、生活困窮者の方への支援にもつながるのではないかというこ

とで今後検討していきたいと考えております。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございます。非常に前向きな御答弁をいただけたと思っております。 

 私もよくやるんですが、スーパーとかで特売で安いと思って買って、家に持って帰ったら

同じものがもう既に家にあったとか、やっぱり二重三重に買ってしまったりすることとかも

ありますし、あと贈答品でいただいたものとかも食べ切れずに家庭に眠っている分などもあ

ると思いますので、そういったものの有効活用、本当に先ほど生活困窮者の方への支援にも

なるということで申し上げましたが、そういった他市の事例も踏まえて、なかなか事業を請

け負っていただくＮＰＯ法人の選定というか、請け負っていただくＮＰＯ法人の方を見つけ

るのもちょっと大変だと思いますが、いろいろな方策を今後もぜひ検討していただければと

思います。 

 そうですね、ちょっと 後に一言。市長のほうからも一言よろしいでしょうか、取り組み

について。 
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○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 そうします。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君）（登壇） 

 ありがとうございました。一言、そうしますということでしたので、この質問は終わらせ

ていただきます。 

 では、次の２問目に移らせていただきます。 

 次に、２問目のＩＣＴ教育を含む教育施策の今後の計画について質問させていただきます。 

 ことし３月の学習指導要領の改訂を受け、2020年度から小学校でプログラミング教育が必

修化されます。小学校で行うプログラミング教育は、複雑なプログラミング言語を使いこな

すといった技術の習得よりＩＴを活用しながら論理的に課題を解決していくプログラミング

的思考を養うことを重視しており、独自教科は設けず、算数などの各教科に関連づけて学ぶ

方針のようですが、今後プログラミング教育を行う人材の育成や指導内容について、地域間

での格差が懸念されるとともに、教職員の多忙化に拍車をかけることになるのではとも懸念

されています。 

 あらゆるものがインターネットでつながるＩＯＴやＡＩ、人工知能の開発など、ＩＴ技術

の発展で、第４次産業革命と呼ばれる大きな転換期を迎えている今、ＩＣＴ教育を含む情報

教育全般について、計画的かつ具体的な推進が必要となっています。 

 そこで、２点お尋ねいたします。 

 １点目に、みやま市情報教育推進事業の今後の計画についてお尋ねいたします。 

 平成29年度みやま市教育施策の中で、情報教育推進事業について、昨年度よりＩＣＴ教育

のモデル校と位置づけをした桜舞館小学校の検証結果を踏まえ、さらに教育研究所のＩＣＴ

教育研究員の在籍校及び研究指定校を中心に電子黒板等を導入し、ＩＣＴ教育を推進すると

あります。 

 先日、桜舞館小学校のＩＣＴを使った体育の授業と社会科の授業を視察しましたが、特に

体育の授業では、子供たちが上手にタブレット端末を使って自分たちの動きを確認したり、
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友達のいいところを教え合うなど工夫された授業をされており、非常に感心いたしました。 

 また、ＩＣＴ教育の先進地である三重県松阪市にも視察に行ってまいりました。松阪市で

は、平成23年に総務省のフューチャースクール推進事業と文部科学省の学びのイノベーショ

ン事業を活用して、中学校のモデル校１校の全生徒に１人１台のタブレット端末を配布し、

電子黒板や実物投影機、教師用パソコン、アップルテレビなどのＩＣＴ機器を導入されまし

た。平成26年度からは、松阪市の事業として継続し、市内の中学校11校のうち３校と、小学

校36校のうち４校で全校生徒にタブレット端末を配布しておられ、現在では部活動や生徒会

選挙の投票、また、星座アプリを使っての星座観察会、ドリル学習や入試の過去問の勉強な

どにもタブレット端末を使っておられました。平成28年に策定された松阪市教育の情報化推

進計画をもとに、計画的かつ具体的に取り組まれており、非常にすばらしい内容でした。 

 みやま市でも今後の情報教育推進事業について、計画的かつ具体的に進める必要があると

思いますが、今後の計画をお教えください。 

 ２点目に、各種支援員の拡充も含めた今後の配置計画についてお尋ねいたします。 

 これから必要になると考えられるＩＣＴ支援員を始め、複雑化する課題に専門的な立場で

対応するスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの役割は、ますます重要

になっています。人員の確保や質の問題、また予算の確保など、今後の教育環境の整備を見

据えた計画的かつ適正な人員配置をしていただきたいと考えますが、市の見解をお聞かせく

ださい。 

 以上、２点につきましてお尋ねいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君）（登壇） 

 教育内容の動向及び児童・生徒や家庭の状況の変化に対応したことに関しまして関心を

持っていただき、まことにありがとうございます。 

 奥薗議員さんのＩＣＴ教育を含む教育施策の今後の計画についての御質問にお答えします。 

 議員さん御指摘のとおり、平成32年度から全面実施される小学校の学習指導要領において、

いわゆるプログラミング教育が示されています。これは、職業生活ばかりでなく、学校での

学習や生涯学習、家庭生活、余暇生活など人々のあらゆる活動において情報機器やサービス、

情報内容を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会において、情報活用能力の育成が
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極めて重要となってきていることがその背景にあります。 

 そこで、コンピューターなどや教材・教具の活用、コンピューターの基礎的な操作やプロ

グラミングの体験が重要視され、本市でもその趣旨を踏まえ取り組みを進めてきているとこ

ろです。 

 まず１点目の、みやま市情報教育推進事業の今後の計画についてに対してお答えします。 

 議員さんの御指摘にありますように、平成29年度みやま市教育施策におきまして、情報教

育推進事業として平成28年度よりＩＣＴ教育のモデル校として位置づけた桜舞館小学校の検

証結果を踏まえ、さらに、教育研究所のＩＣＴ教育研究員の在籍校及び研究指定校を中心に

電子黒板などを導入し、ＩＣＴ教育を推進することとしています。 

 具体的に申しますと、モデル校である桜舞館小学校では、ＩＣＴ教育を学習の道具として

活用することを通して、教育活動が効果的に行われるようにするとともに、情報活用能力の

育成を図ることを目標として取り組んでいます。 

 ここでは、国語や社会、理科、道徳など、さまざまな教科領域と関連させて指導を行って

います。桜舞館小学校では、電子黒板を６台導入し、現在は算数科を中心に、学年ごとに期

間を決めて活用しています。 

 ここからは細かい数字を織りまぜて御説明します。 

 市内の小・中学校における電子黒板の導入状況は、これまでの桜舞館小学校の６台に加え

て、本年度ＩＣＴ教育の研究員が所属する学校、もしくは研究発表会がある学校として、上

庄小学校、二川小学校、水上小学校、開小学校、瀬高中学校の５校に対し１台ずつ、計５台

を導入しました。さらに、県の補助事業の拡大を受け、本年度中に７台を加え、来年度には

18台を導入し、各校２台ずつの整備をいたします。これにより、全ての学校で１階から２階

といった階をまたがって電子黒板を移動する必要がなくなる見通しです。非常に活用しやす

くなります。 

 タブレットパソコンの導入については、従来のデスクトップ型やノート型のパソコンを更

新する場合に、順次切りかえていくこととしております。現在導入されているのは、桜舞館

小学校、南小学校、岩田小学校、開小学校、山川中学校の５校で、来年度、さらに２校がタ

ブレットに変わる予定です。 

 一方で、これらＩＣＴ教育の推進につきましては課題もございます。１つは、視察された

松阪市と同様に、指導者の養成です。本市では、教育研究所において、プロジェクトチーム
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を組んで実践的な研修を進めてまいりました。ここでは、小学校３名、中学校１名の研究員

がＩＣＴの効果的な活用についての主題のもと、電子黒板やタブレットパソコンの活用の実

際について研究を進めております。課題の２つ目は、指導カリキュラムの整備です。このこ

とについても、教育研究所での研究員の研究内容の一つとして取り上げ、モデルとなるカリ

キュラム作成に取り組んでいます。これらの研究内容につきましては、昨年度に引き続き本

年度も２月に研究発表会を行い、その成果を市内全校に広げていく予定であります。 

 今後は、桜舞館小学校の取り組みをモデルにするとともに、教育研究所におけるプロジェ

クトチームの成果と課題を整理しながら、ＩＣＴ教育やプログラミング教育の推進を進めて

まいります。 

 次に、２点目の各種支援員の拡充も含めた今後の配置計画についてお答えいたします。 

 まず、ＩＣＴ支援員ですが、現在ＩＣＴ教育の支援指導という面では、児童・生徒のパソ

コン教室における情報教育の授業に情報教育アドバイザーを全小・中学校に配置しておりま

す。各学校、年10日間の基準を設け、授業に入っていただき、ワードやエクセルなどの基本

操作からパワーポイント及びプレゼンテーション資料作成、また、インターネットの情報モ

ラルなど、多岐にわたり授業支援を行っていただいているところです。 

 なお、成果としましては、授業において、専門家に専門的内容を分担してもらうことによ

り、教師がコーディネートする立場で授業を進めることができまして、個別的指導による児

童・生徒の技能の向上に寄与しているものと認識しております。 

 今後は、さきに述べましたように、各小・中学校への電子黒板の導入に合わせ、これを活

用した授業づくりのための支援を含めた支援内容の拡充を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、スクールカウンセラーや、いわゆるＳＳＷと言われるスクールソーシャル

ワーカーについてお答えいたします。 

 議員さんも御承知のとおり、いじめや不登校など子供自身の課題、あるいは家庭の抱える

課題が複雑化し、また、学習面以外での学校へのニーズも日々増大しており、これまで培っ

てきた教職員の経験や見識だけでは解決が難しい課題が増加しています。 

 こうした個々のケースに対応するため、外部の専門家としてスクールカウンセラーやＳＳＷ

を配置しております。児童・生徒や保護者へのカウンセリングを行うなど、主に心のケアを

行うスクールカウンセラーを各中学校に配置し、子供たちの心理的支援を行っています。 
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 また、複雑化した事態に対しては、ＳＳＷを１名配置し、各学校におけるケース会議や、

中学校単位での実務者会議を適宜開催し、児童相談所や福祉事務所、警察、医療機関などと

連携した対策をとることができるようになってきており、ＳＳＷは、今では学校にはなくて

はならない存在であります。 

 今後も引き続き課題に応じた支援をしっかりと行い、学校経営をサポートしていきたいと

考えています。 

 以上申しましたように、専門性に基づく支援の人的配置につきましては、教育委員会の予

算編成方針であります「ものからひとへ」の観点から、今後も人員及び予算の確保をしっか

り行ってまいりたいと考えています。 

 また、学校と意見交換を行いながら、効果及び課題を整理するとともに、多様な経験や専

門性を持ち、広く対応できる優秀な人材確保のためのネットワークづくりを推進し、さらな

る人的教育環境の充実を図ってまいりたいと考えているところです。よろしくお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございました。先ほど御答弁でも、電子黒板、随時導入していただいて、来年

度には18台導入して全校２台ずつの整備ができるということで、あとタブレット端末につい

ても、デスクトップ型からの切りかえをされていくということで御答弁いただきましたが、

来年度、さらに２校タブレットに変わる予定ということでしたが、具体的な校名がちょっと

出ていなかったんですが、もし出せるんでしたら教えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 松尾学校教育課長補佐兼学校教育係学務担当係長。 

○学校教育課長補佐兼学校教育係学務担当係長（松尾郁代君） 

 学校教育課長補佐の松尾でございます。よろしくお願いいたします。 

 来年度は、導入予定の学校につきましては、下庄小学校及び清水小学校を予定しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 
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○１番（奥薗由美子君） 

 どうもありがとうございました。来年度さらに下庄・清水小学校にもタブレット端末を導

入されるということで、徐々にこういったＩＣＴ環境が整っていくということで、こちらの

ほうは計画的に、予算もかかることですので、進めていただければと思います。 

 先ほどの答弁にも出ましたが、やはり一番の課題は、指導者の養成ということで、先ほど

答弁の中にもございましたが、やはり教職員の研修はもちろん必須なんですが、ただでさえ

忙しい先生方が、これ以上研修がふえて、もうどうなるかという御心配もまずあるとは思い

ますが、人材育成、そういった教職員の養成については、非常に時間がかかるものかと思い

ます。１回研修したから、じゃ、すぐ授業ができるかというものでもないとは思いますので、

今後将来的にみやま市として、ＩＣＴを活用した教育について 終的な目標というか、目

的・目標、それに向けての具体的な、じゃ、それに向けてどこをどう進めていくのかという

具体的な計画が必要かと思います。 

 先ほどちょっと触れましたけど、松阪市さんでは、情報教育化推進計画ということで計画

を策定されていらっしゃいまして、中身を見ましたら、非常に具体的に、いつまでに何をど

うするというのが具体的に書かれておりまして、非常にわかりやすい内容になっておりまし

た。 

 みやま市でも、やはりこれから国の方策としても、こういった、私とかは全然使いこなせ

ていない世代ですが、これからはこういったＩＣＴ機器を使った教育というのは国の方針と

してもどんどん進めていく方針でありますので、やはり今後みやま市としてどうしていくの

かという、そういった目標なり、また、実際に何年度までにどうどう、どうしていくという

具体的な計画を整備する必要があるのではないかと考えますが、教育長のお考えをお聞かせ

ください。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 御指摘のように、指導者の確保、あるいは指導能力の向上ということが非常に大きな課題

になってまいりますので、計画的に進めていくということになります。 

 ただ一方で、先ほどの答弁で申しましたように、ある程度のベースは、みやま市になって

からもずっとの積み重ねで、先生たちの力量は結構高まっているというふうに私は感じてお
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ります。 

 それで、今後はもう御指摘の今後の学習指導要領の全面実施に向けて計画を整備していく、

さらに計画を整備していく必要があるとは考えていますので、そのことについては、平成32

年度からの全面実施までには、ある程度の計画を作成する必要があるというふうに思います。 

 具体的なことについては、指導室長に答弁をさせます。 

○議長（壇 康夫君） 

 横山教育部指導室長。 

○教育部指導室長（横山浩志君） 

 奥薗議員様がおっしゃるとおりの必要性が非常にあります。 

○議長（壇 康夫君） 

 済みません。マイクをもうちょっと近づけてください。 

○教育部指導室長（横山浩志君） 

 それで、教師の多忙感等もあるということでございますが、やはり今後この情報社会がコ

ンピューターを初めとする情報技術によって支えられているということを今の子供たちが気

づいて理解していく必要があると。さらに、質問の中にありましたプログラミング的思考と

いうことなんですけれども、簡単に申しますと、ここにあるリモコンの動力がついたおも

ちゃが、その跡をこうめぐって戻ってくるようなことを、カチャカチャではなくて、プログ

ラミングをするということなんですけれども、何でそれが必要かというと、自分の意図で機

械は動いているんだということを子供たちがわからなければいけない。この機械は何でこん

なふうに動くんだろうという不思議だけではだめなんですね。そういうことで機械に対して

主体的に取り組むような子供たちを育成していかなければいけないと。そういうことを考え

たときに、先生たちの忙しさもあるんですけれども、やるべきことはやらないと10年後、20

年後後悔することになるということで、優先順位を持って先生たちの養成をしていこうとい

うことになります。 

 その中で、 も力を入れているところが我々としましては教育研究所で、そこで具体的な

指導の方法であったり指導の内容について取り組んでいるということでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 
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 ありがとうございます。今後も教育研究所を中心に具体的に計画を詰めていっていただけ

ると思いますが、先ほど答弁で、ちょっと触れられましたけど、松阪市を何回も取り上げて

あれなんですが、視察でちょっと印象的だった言葉がＩＣＴ機器は主役ではなく脇役という

ことで、授業の主体というか、目的というのは、児童・生徒に授業の、学習の目当てを達成

してもらうことが基本ということで、あくまでもＩＣＴ機器は脇役ということで、どう活用

していくかというのは、こちら先生の力量ということで、そういった言葉がすごく印象的で

した。 

 今後、整備も含め、研修会も含め人的配置、機器の整備にも予算とかいろいろかかわって

くる問題もあるとは思うんですが、ちょっと、また松阪市を取り上げて申しわけないんです

が、一応限られた既存の施設を活用して取り組める事例として、やまゆりプロジェクトとい

うのが松阪市さんでされていらっしゃいました。 

 ＩＣＴを活用した授業ができる機器を一式セットにして、タブレット端末を初めとした機

器を一式セットにして、また、機材だけでなく、授業で使うアプリとか、あと、そのアプリ

を使ってどう授業を進めていくのかという具体的なソフト面も含めてパッケージにして、市

内のまだＩＣＴの環境が整っていない学校で興味のある教師の方たち、自分もちょっとやっ

てみたいと手を挙げてくださった先生方に、そういった一式貸し出して授業を支援するとい

うような取り組みもありました。ＩＣＴ機器が整っていない環境の先生たちにも、そういっ

た草の根的に学習ができる先生たちをふやしていくという取り組みをされていらっしゃいま

した。みやま市でもちょっと参考になるんではないかなと思いましたので、ぜひ検討してい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 課題の一つは、先ほど指導者の育成と、それから、指導カリキュラムの面を申しましたが、

もう一つは、今御指摘のように、ツールが目的化していくと、研究指定校との実践を見ます

と、あくまでもＩＣＴ機器はツールなんですね。それが使うことが目的化していくという課

題が非常にこのごろ議論されるようになりました。 

 だから、あくまでも子供が指導内容を身につけて能力を高めていくということが目的で、

そのためにそのツールを使うんだという原則が外れないようにしていくということが非常に
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大事なことだというふうに思います。 

 それから、教材等の御指摘につきましては、今の松阪市の例もありますし、例えば柳川市

にも先進校が昨年発表してできましたし、あるいは文部科学省が、学習指導要領の全面実施

に向けて、これからいろんなことを発信していくというふうに思います。そういう先進校や

国や県の発信したもの等をうまく活用して、本市だけでつくるということではなくて、オー

ソドックス、あるいはスタンダードなものというふうなものを大いに活用していくという方

向が考えられるだろうと。 

 それから、技能につきましては、先ほど申し上げましたように、まずは点から、もちろん

全体のレベルは、私はみやま市の教員は情報教育に関しての技能は高いというふうには思っ

ていますが、プログラミングについても県から数人の卓越したというか、できる人をつくっ

て、それを徐々に広げていって、平成32年度にはある程度、各校にそういうきちっとした指

導者がおられるという状況をつくっていきたいというふうに思っています。 

 補足があると思いますので、指導室長が補足をいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 横山教育部指導室長。 

○教育部指導室長（横山浩志君） 

 先ほどの御指摘、それから答弁のとおりでございますが、特に気をつけたいと我々が思っ

ていますところは、ある先進的に取り組んだところからの情報ではございますが、機械が先

行してしまいますと、いわゆるデジタルが先行して、これまでのアナログを軽視してしまい

がちだと、あるところでは、今おっしゃったタブレットが各子供たちに一人一人に渡って、

視察したんですが、小学校１年生からタブレットに文字を書いている。これは非常に先進的

だというセンセーショナルな情景だったんだけれども、では、ノートはどうですかといった

ときに、しっかりやはり鉛筆でノートに書けるような子供と両立しなければいけないと、そ

れがやはり進めていく中で明らかになりましたというようなことがありました。我々が指導

者を養成するに当たっても、そういう先進的なところの取り組みで明らかになった課題等も

大事にしながら、議員御指摘の先に進んでいるところの情報を取り入れながら計画的に進め

ていきたいというふうに思っているところです。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 
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○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございました。先進的なところで出ている課題等も踏まえて、今後も計画的に

進めていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ちょっと２点目の各種支援員の拡充も含めた今後の配置計画について、少し触れさせてい

ただきます。 

 先ほども出ましたが、やはり特にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

いろいろな問題が起こる中で、特に重要になっているところかと思います。単に人数をふや

せばいいという問題でもない。特に保護者、学校、生徒間との連携をとるためにも質の問題

というのは非常に重要になってくるところかと思いますが、なかなかその人材が見つからな

いという現状もあるというふうにちょっとお聞きしております。 

 今後の各種支援員についても、予算措置も含めた計画的な配置というのをぜひお願いした

いと思いますが、 後、一言で構いませんので、計画について、教育長よろしくお願いいた

します。 

○議長（壇 康夫君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 いろいろ御配慮ありがとうございます。実は、きのうの晩に、みやま柳川医師会の役員の

方と柳川、みやまの教育委員会の幹部との、毎年行われている教育懇談会がございまして、

ちょうどこのいろんな支援員と発達障害のことが話題の中心になったところであります。 

 それで、１つは、きのうも一般質問で話題になりました幼稚園、保育園と小学校との連携

と、いろんな連携が考えられるけれども、そこが一つポイントになってきたというふうなこ

とと、もう一つ、やっぱりいろんな困り感が多様化しているから、その困り感をそれぞれ

ケースで分類して、うまくそれに対応していくことが大事であると、それから、ややもする

と、これは幼稚園の先生もそうでしょうけれども、小・中学校の教職員も自分で抱え込む、

自分の学級の子供だからですね。ではなくて、こういう個々のケースについてはチームで、

お医者さんも交えて、医師会の先生がおっしゃる。そういうふうなことが大事であるという

ふうなことで話題になったところであります。 

 今私が感じましたのは、柳川山門医師会そのものが非常にこういうふうな取り組みについ

て、もう始めておありで、さらにそれを拡充していこうというふうな御発表がきのうござい
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ました。非常にありがたいことで、いろいろやりとりをしましたが、今後医師会、あるいは

いろんな福祉諸団体、あるいは市長部局の福祉関係のところとしっかり手を携えながら、全

部予算で解決できない、あるいはもうなかなか人材が確保できないところも、いわゆるネッ

トワークで補えるような、そういう組織を充実していきたいというふうに考えておりますの

で、どうかまた、議員さんも御協力をお願い申し上げたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 教育長どうもありがとうございました。柳川山門医師会初め、非常に今協力的な体制もで

きているということで、ネットワークをつくって対応していくということで、今御答弁もい

ただきましたので、ぜひそれは進めていただきたいと思います。 

 今回、ちょっと２点取り上げて質問させていただきましたが、教育施策については、もう

各項目、全部やはり具体的な計画を立てて進めていくことが大事かと思います。今後も具体

的な内容を計画的に立てながら教育施策を進めていただきたいと要望いたしまして、私の質

問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（壇 康夫君） 

 お疲れさまでした。 

 それでは、これで暫時休憩いたします。 

午後０時19分 休憩 

午後１時30分 再開 

○議長（壇 康夫君） 

 休憩を閉じて、昼からの会議を再開してまいりたいと思います。 

 続けて一般質問を行っていただきたいと思います。８番上津原博君、よろしくお願いしま

す。 

○８番（上津原 博君）（登壇） 

 改めまして、皆さんこんにちは。議席番号８番の上津原でございます。議長の承認をいた

だきましたので、通告に基づき、市債の現状についてをお伺いいたします。９月議会で決算

が行われた分についてをもとに行っていきたいと思いますが、９月議会でも、市長の答弁で
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も、みやま市においては十分な財政支出を行っていると、心配しなくてもいいということを

多分言っていただけたというふうに思いますけれども、私なりに若干気になる点を含めて質

問を行っていきたいと思います。 

 さて、市債の関係でありますけれども、一つ、私自身も思うのは、今、国も1,000兆円を

超える国債があるというふうに思っております。この中でも、９月の政府での会見であった

のかなと思いますけれども、2010年に行われましたＧ20で、国際公約として2020年度にプラ

イマリーバランスを黒字化するという目標が掲げられていたと、それを９月の会見で困難と

いうような状況の中で、それを取り消すというような内容の報道があったと記憶しておりま

す。そして、近日でありますけれども、現在の政府の一部においては、地方が独自の事業や

緊急災害の対策のために積み立てている基金についても問題視がされ、基金が多い地方自治

体に対し、地方交付税の減額を提唱するような省もあるというようなことで新聞報道がされ

ていたと記憶しております。 

 それに基づき、当市においても、合併後の市債の関係は、若干の減少はあったと記憶して

おりますが、その後の推移は若干ではありますけれども、ふえている現状にあるというふう

に思っております。９月において、平成28年度決算審査が行われておりますけれども、この

中で15,891,809千円の市債が報告されております。これは一昨年度より微増をしているとい

うような現状があると思います。今後の施策の中で、一般財源の歳出が多くなる事業もある

と思っております。そういった中で、市債の返済計画も視野に入れながら、公共サービスの

低下にならないような取り組みも進めていかなければならないと考えています。 

 質問事項としては、具体的事項１として、市債の今後の増減についてお伺いしたいと思い

ます。 

 総合市民センター──仮称でありますけれども──建設やインフラ整備、特に全国的に問

題となっております上水道、あるいは下水道の老朽管の埋設工事等含めて、みやま市も多分

に漏れず、これもやっていかなければならないような状況にあると思います。そういった中

で、今後もふえる可能性はあるのかをお聞きしたいと思います。 

 具体的事項２として、市債の返済計画などの検討をお伺いしたいと思います。 

 市債は単純割でありますけれども、人口割すれば１人当たり約420千円の借金の額になる

と思っております。返済計画を明確にしながら、そういった市債の計画含めて、計画をしな

がら市民の不安を和らげて、そして、安心して生活できるような環境をぜひとも整えていた



- 166 - 

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長、お願いします。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 上津原議員さんの質問にお答えをいたします。 

 まず 初に、市債が多くなったといって市民が不安を抱いている人は余りいないようです

ね、聞いたことないんですよ。それだけ市民の皆さんは市債に関しては余り関心がないん

じゃないかと思っています。それはそうでしょう、あなたも聞いたことないでしょう。私も

不安で不安でたまりませんという人はおらんでしょうが、あんまり。──ありますか、それ

は大したもんですね、その人は。私はあんまり聞いたことないから、私も今後聞くようにし

ましょう。 

 本市一般会計の市債残高につきまして10年間の推移を見ますと、平成19年度末では16,907,820

千円でありましたが、その後、行財政改革の取り組みなどにより減少して、平成26年度には

2,380,750千円減の14,526,570千円となりました。そして、平成27年度には桜舞館小学校の

建築などに伴い、市債残高は増額となり、平成28年度末には15,891,810千円となっています

が、10年前と比較しますと、いまだに1,015,510千円下回っています。 

 また、市債残高の内訳について着目いたしますと、地方交付税の代替措置であります臨時

財政対策債の残高が7,848,020千円であり、市債残高のおよそ半分は実質的に国から措置さ

れるものとなっております。 

 このようなことから、９月議会に報告いたしました地方公共団体の財政の健全化に関する

法律の規定により算定いたします本市の実質的な負債額の標準財政規模に対する比率である

将来負担比率は、基金の残高や将来地方交付税で措置される額が市債残高より多い結果とな

り、算定されない状況が平成23年度から６年間続いています。 

 さらに市民１人当たり市債残高につきましては、国の基準による地方財政状況調査をもと

に算定いたしますと、平成28年度で404,530円となっています。福岡県内の政令市を除く26

市の15番目に位置し、決して市債残高が多い状況ではありません。 

 さて、御質問の市債の今後の増減について、また、市債の返済計画などの検討についてで

あります。 

 平成29年３月定例議会において議決いただきました、みやま市合併新市基本計画の変更に
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ついての中で、平成33年度までの財政計画及び平成38年度までの推計資料を御説明したとこ

ろでございます。財政推計に係る主な建設事業として、総合市民センター、ごみ処理施設、

火葬場建設やバイオマスセンターなどの整備事業を掲げており、市債残高は今後ふえる見込

みであります。この推計によれば、平成32年度から33年度にかけて市債残高のピークを迎え、

250億円程度となる見込みであります。これに伴い、毎年度の公債費もふえてまいりますが、

公債費の増加に伴って、地方交付税に算入される額もふえることになります。健全な財政運

営を行うための試算については、市債の返済計画の観点だけではなく、義務的経費や施設の

維持管理費も含め、歳入歳出全体を考慮した総合的な財政計画が必要であります。 

 既に議決をいただいた財政計画によりますと、更新時期を迎えた生活関連社会資本の整備

に対する投資額が影響し、市債残高がふえ、基金残高が減少する傾向にあり、決して楽な財

政運営ではありませんが、当面、現行の実質収支の黒字額は確保できる見込みとなっていま

す。 

 持続可能な財政運営は、まちづくりの根幹であり、中長期的な財政計画を考慮しながら、

効果的、効率的な行政運営に努めるとともに、安全・安心な市民生活に資する所存でありま

す。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 ８番上津原博君。 

○８番（上津原 博君） 

 ９月議会で報告があったという分で、議会としても議決をしたと私自身も思っております。

そのときの資料でいっても、やはり市債の返済計画というのも計画はされているというふう

には、財政健全化計画という分でされていると感じております。そして、決算の中でも単年

度での黒字、あるいは連結決算での黒字等含めて、市長のほうから答弁があったとも記憶し

ております。 

 しかし、歳入の部分で、地方交付税の中で合併算定替えの関係で、もう今年度で終わって、

来年度からその算定替えの基準がもうなくなっていくというふうな状況で、今後、交付税も

含めて減額されているという状況も鑑みる中で、それでもやはり市民サービスが低下しない、

行政サービスも片や考えていかなければならないというふうに私自身も思っております。施

策の中で、どうしても起債を起こして取り組んでいく事業も、今後出てくるかと思いますけ
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れども、そういった面も含めて、やっぱり返済計画もきっちりと計画をしながら取り組んで

いくべきだろうと思っております。 

 それと、先ほど国が断念したプライマリーバランスという分がありますけれども、これを

市に置きかえた場合、この状況がどうなっているのかなというのを担当部署のほうから、よ

ければ報告を願いたいというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 坂田企画財政課長。 

○企画財政課長（坂田良二君） 

 国が2020年度までにプライマリーバランスの黒字化を目指すという方針は、消費税の使途

の変更などで先送りされたという状況は報道等で存じ上げております。それで、直接的に地

方財政にどう影響するかということにつきまして、今のところまだよくわかりません。ここ

ではっきり申し上げることはできません。地方財政計画の中で、地方交付税の額等も決まっ

てまいりますけれども、それは今後も注視してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ８番上津原博君。 

○８番（上津原 博君） 

 プライマリーバランスという言葉が、これは皆さん多分内容的には十分御存じだろうとい

うふうに思いますけれども、これもＧ20の中で国が国際公約として掲げたのを断念したとい

うような状況もありますので、片や先ほど言いました、国も1,000兆円を超えるような国債

を持っているという状況の中で、この分についていけば、国民１人当たり、簡単に計算すれ

ば8,000千円程度の、いわゆる借金というのがあると。答弁書の中にでも書いてありました

けれども、私の計算違いで、これには400千円ちょっと超えるというような中身もあります

けれども、これを家庭生活で考えれば、本当に健全な生活が送れるような分があるのかなと

いうのを、ちょっと不安に思うわけであります。 

 やはり今後、市債もふえる見込みがあるということでありますけれども、これは市民サー

ビスを推進する上では必要というふうにも思いますけれども、片や、きっちりとした返済計

画を含めて取り組んでいくべきだろうと思います。そして、財政のほうも起債を起こすとき

も、低金利の分を選びながら償還も計画をされているというふうに思っております。そして、



- 169 - 

今日までいろんな市債含めてあったと思いますけれども、金利が高い分については償還を早

めたり、そういった取り組みをされていると思いますけれども、そういったところを含めて、

再度、きっちりとした返済計画も視野に入れながら取り組みを進めていっていただきたいと

いうふうに思いますけれども、この財政健全化計画とか、持続可能な財政運営という分をや

りながらやるということでありますけれども、私自身が思うには、やはり市債というのは考

え方によっては負の財産というふうに思うわけであります。この負の財産を何らかの方向性

を持って次世代につなげていくというような考えもやっていただきたいと、やはり行政は継

続する、みやま市も今後継続していくというふうな思いでありますので、負の財産の清算含

めて、今の現状の中でそういった計画含めて、きっちりと計画をつくって、行政サービスの

低下にならない取り組みを進めていっていただきたいというふうに思いますが、その件につ

いて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（壇 康夫君） 

 坂田企画財政課長。 

○企画財政課長（坂田良二君） 

 答弁の中にもございましたけれども、市債の158億円ほどの残高の半分は臨時財政対策債

といいまして、本来であれば地方交付税で交付いただけるべきものを、一旦、地方が借金し

て後年度に国が面倒見てくれるというものでございまして、半分はそういう市債の内容でご

ざいます。実質、国が措置してくれるものと、そういった内容でございまして、あと半分に

ついては各種社会資本の整備でありますとか、住宅、学校、道路等のために借金をしたもの

でございます。 

 また、その借金も、過疎債などがそうでございますけれども、国の施策にのっとって市債

を起こして、後年度にまた国に面倒を見てもらえるというものもかなりございまして、原則、

ただいま起こしている市債につきましては、そういう交付税措置があるもののみしか借金し

ていないような状況にございます。その結果、残高の約８割は将来交付税で戻ってくるとい

う勘定になっております。そういう将来的な財政負担を考慮しながら、毎年度の市債を起こ

しているところでございます。 

 ただ、市債は年度間負担の公平性の観点がございます。今現在の一般財源だけで建設して

しまいますと、その世代で負担したことになりますが、将来長く使える資産につきましては、

借金をして広く長く、世代間の負担の公平をする観点もございます。そういったことで市債
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を起こすことがございますので、市債の返済計画というお話でございますけれども、答弁の

中にもありますとおり、市債の返済計画だけではなくて、先ほど申しました交付税のふえる

ものもございますので、総合的な財政計画が必要だということで、きちんと財政計画を立て

た上で毎年度のローリングを行いながら、中長期的な観点で財政運営を行っているつもりで

ございます。今後とも、引き続きそういう方針で努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ８番上津原博君。 

○８番（上津原 博君） 

 市債の借金だけではなくて、今後の応分を含めて、そういった計画に基づいて取り組みが

されているということであります。 

 あとちょっとその中でも気になるという分でいけば、性質別歳出の状況でいけば、やっぱ

り義務的経費が今後もこれが縮減されるというような状況は多分ないというふうな状況では

ないだろうかと思っております。 

 それとあと、歳入においても、自主財源が今後ふえる見込みが、果たしてどうなのかなと

いうふうな懸念も私自身持っております。やっぱり自主財源の確保も今後、検討していかな

ければならないんじゃないかなと思っておりますが、当みやま市においては、道の駅からの

寄附金、あるいは市長が今、一生懸命進めていただいております、みやまスマートエネル

ギーからの期待できる寄附金もあるというふうに思います。それと、昨日、一般質問の中で

も環境のほうから言われましたバイオマスごみ処理での見込まれる10億円程度の削減ができ

るというような状況も、やっぱり当市は一生懸命、財政縮減についても頑張っていらっしゃ

るというふうに思っております。しかし、交付税の減額も今後予想されるということで、い

ろんな事業も今後展開していかなければならないというような状況の中、先ほど坂田課長の

ほうからも回答があったように、今後もきっちりとそういった計画に基づいて取り組みを進

めていってもらいたいというふうに思います。 

 今後、市長のほうも施策の中で、これは市民にとって大切なんだというような事業も出て

くるというふうに思います。それとあと、全国的にいっても、橋梁等の長寿命化計画に基づ

く補修事業、それと、緊急的な災害の事業を含めて、かなり支出も出てくると思いますので、

そこら辺も含めて、きっちりとやっていただきたいというふうに思います。 
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 それと、ちょっと冒頭、演壇のほうでも報告しましたけれども、やはり国の動きも、やっ

てはならない、交付税にまた手をつけるような状況も出てくるような状況もありますので、

市としても、さらなる検討をしていただきながら、財政の健全化を行っていただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いして、市長のほうに 後に一言、よろしいでしょう

か。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 経常収支比率というのがありますが、これは福岡県でみやま市がナンバーワンでございま

す。義務的経費をできるだけ削減して自由に使えるお金、これは福岡県でみやま市がナン

バーワン、いいわけです。それから、将来負担比率、将来にわたって借金があるかと、これ

は将来負担比率はゼロでございますので、全く健全化の財政に取り組んでおります。 

 ただ、今後はいろいろ事業やりますので、ふえるかもしれませんけれど、全部、金もうけ

の事業をやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 ８番上津原博君。 

○８番（上津原 博君） 

 行政は、収益事業はなかなか取り組めないと思っておりますが、今後も住民に喜ばれる行

政サービスを推進していただきたいと思います。これで質問を終わらせていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

○議長（壇 康夫君） 

 今、一般質問の途中ですけど、傍聴者の方にお願いいたします。帽子をかぶられている方、

済みませんけど、脱いでいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、続いて４番末吉達二郎君、質問を行ってください。 

 済みません、その前に資料配付しますので、どうぞ準備に入ってください。 

    〔資料配付〕 

○議長（壇 康夫君） 

 それでは末吉議員、お願いします。 

○４番（末吉達二郎君）（登壇） 
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 後の質問者となりました４番議員、末吉です。議長の許可がありましたので、一般質問

を行います。 

 その前に執行部に謝罪します。通告書の資料が議長の不手際で５日、本会議終了後に通知

があったと思います。答弁書の再度の検討を１日でさせることとなり、済みませんでした。

謝罪します。 

 それでは、質問に入ります。 

 質問事項は、みやま市が資本金55％を出資し、市長が取締役会長に就任している第三セク

ターのみやまスマートエネルギー(株)についてです。 

 第三セクターとは、地方公共団体の資金と民間企業の資金を合わせて一定の事業を行う方

式です。資料３の２ページのとおり──これはみやま市ホームページからです──当該会社

の狙いは、１、エネルギー地産地消、いわゆる自立、２、地域課題の解決、定住促進、３、

地域経済活性化、雇用の促進を求めています。崇高な理念を持った会社です。他市からも注

目を浴び、多くの方が視察にみやま市を訪れ、地方公共団体間ではみやま市の名前が有名と

なりました。 

 しかしながら、市当局も感じられていると思いますが、みやま市民からは、電気を１円高

く買って１円安く売るということだが、この会社は大丈夫ね。タブレットを持っているが、

何も利用しよらん。何かサービスあっとねなどなどの質問を受けます。さくらテラスを開業

する時点から担当課等にいろいろな疑問をぶつけました。また、疑問点も出てきました。 

 平成29年６月の第２回定例会において、報告第５号において、みやまスマートエネルギー

(株)は債務超過の状態にあることが判明しました。資料１の右のとおりです。各議員いろい

ろと疑問があるであろうとして、前議長の牛島議長のもとで、平成29年７月３日、全員協議

会後にみやまスマートエネルギー(株)の社長を呼び、いろいろな質問を行うことができまし

た。当時の牛島議長が社長に対し請求のあった資料の提出、議員が個別に質問することにつ

いても誠実に対応するようお願いをし、社長より、議員の皆様と今後もこのような機会を設

けさせていただきたいということで、この日は終わりました。 

 この日以後、私のところにみやまスマートエネルギー(株)に係るいろんな情報が市民の方

から入るようになりました。他の議員にもあっていると思います。他市に非常に人気のある

事業であることから、市長に個別に説明を求めたり、９月５日、12日の全員協議会等で解明

しようと努力しましたが、できていません。そこで、やむを得ず、きょうは断腸の思いで一
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般質問を行います。 

 事項１、平成28年４月に電力の小売の自由がスタートしたのに、平成28年度決算が赤字の

理由について説明を求めます。 

 事項２、労使関係及びみやまスマートエネルギー(株)とエネルギー政策課との関係は良好

なのか説明を求めます。 

 事項３、市の交付する交付金、補助金は適正に執行されているかの説明を求めます。 

 事項４、みやまスマートエネルギー(株)の社長が業務の委託を受注する会社の社長及び鹿

児島県肝付町のエネルギー関係の社長をされているが、みやまスマートエネルギー(株)の業

績に影響はないか説明を求めます。 

 市の資本金出資比率55％であること、法律に基づき市長が取締役会長として経営に関与し

ていることから、この議会の中で市民に対して市長としての明快な説明をされることをお願

いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長、お願いいたします。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 末吉議員さんの、みやまスマートエネルギー株式会社に係る御質問にお答えをいたします。 

 １点目の28年度決算が赤字の理由についての御質問ですが、当初計画を立てるに当たり、

７月の全議員を対象にした勉強会にて説明がありましたように、大口の電力契約を見込んで

おりましたが、 終合意に至らず、結果として大きく計画と乖離したことは、みやまスマー

トエネルギー株式会社社長より陳謝があったとおりでございます。あわせて、連携自治体の

支援計画に沿って売り上げ計画を立てておりましたが、電力販売の時期が計画よりおくれた

ことにより、売上高に大きく影響したところでございます。 

 しかしながら、現在では連携自治体向けの電力販売も順調に進み、また、事業所等の新た

な顧客獲得により、企業の収支といたしましては改善しており、今後も収支改善の取り組み

がされていくものと考えます。 

 ２点目の労使の関係及びみやまスマートエネルギーとエネルギー政策課との関係について

お答えします。 

 議員御指摘の労使関係に関する要請でございますが、みやまスマートエネルギー株式会社

の従業員から相談があったと聞いております。ただし、内容につきましては相談者の個人情
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報でございますので、回答を差し控えさせていただきます。 

 市としましては、民間企業の内部の労務管理に関することではございますが、市の出資法

人であることを念頭に置いた上で、法の趣旨にのっとり適切な会社運営を行うよう、出資者

として取締役会の場で要請をしております。 

 また、エネルギー政策課は、第三セクターであるみやまスマートエネルギー株式会社と連

携し、会社が民間の立場で地域課題の解決に対してアプローチすることに対し、行政の立場

で地域課題の解決、市民福祉の向上を図り、本市の知名度アップに寄与することを目的とい

たしております。 

 具体的には、毎月の取締役会及び事務方による協議会において、ともに行政課題を解決す

る目的を有するそれぞれの組織の立場において情報交換し、現状把握を行い、会社と連携し

ながら利用推進を行っております。 

 ３点目のエネルギー事業に関する交付金・補助金についてでございますが、市としまして

は、内閣府なり総務省なりの補助金交付要綱に沿った事務手続を行い、申請及び実績報告書

等の事務処理を適正に行っております。 

 また、補助金の交付団体については、その目的や用途など補助金等事業の趣旨を十分理解

した上で実施をしていただくことはもちろんですが、実施後の運用につきましても、適宜必

要があれば指導を行ってまいります。 

 ４点目の社長の兼務についてでございますが、連携自治体が設立した地域エネルギー会社

の社長を兼務されておりますが、この新電力会社の設立手順の指導やエネルギー事業の経営

指導など、事業運営に深くかかわられ、設立団体からの要望もあり就任されているものです。 

 また、みやまスマートエネルギーの株主である企業の代表取締役を兼務されておられるよ

うでございますが、これにつきましては、答弁する立場にないと考えます。御理解をお願い

します。 

 いずれにしましても、みやまスマートエネルギー株式会社の取締役会においての検討を踏

まえ、会社運営には支障がないものと判断いたしております。 

 みやまスマートエネルギー株式会社は、設立の目的である行政課題の解決を通じた市民

サービス向上と地域活性化の推進を図るため、今後も市とともに努力し目的達成するよう要

請しますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 
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 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ありがとうございました。事項１について、質問させていただきます。 

 みやまスマートエネルギー(株)は、市と独立した法人であることから、一般の会社と同様

に利益確保を行うということは自明の理であります。当該会社と同様な道の駅は初年度より

黒字であり、市に対する寄附額も１億円近いと思います。みやま市にとって多大な貢献をし

ています。 

 みやまスマートエネルギー株式会社は、平成27年度の初年度は別として、平成28年度は債

務超過に陥っています。債務超過とは、資料１でお配りしているとおり、負債が資産を上回

る状態です。新聞等で話題になっている東芝がこの状態です。上場廃止というおそれがあり

ます。債務超過に陥る原因はどこにあるかとの質問に、市は、大口電力契約の不成立、電力

販売時期のおくれ、つまり経営判断の誤りを答弁されました。現在、この会社を解散した場

合、血税11,000千円出資されているが、これが消えることになります。 

 市は債務保証はしていないことは知っています。しかし、場合によっては第三セクターと

しての特異性から負債の一部を負担することも可能性としては考えられます。市長としては

重大な責任と思います。ゆえに市民に説明する責任があると思います。２年連続の赤字で平

成28年度の決算で超過債務になったことについて、取締役会等において経営責任について議

論されたことはあるでしょうか、市長。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 この会社は年月がたてばたつほど、どんどん黒字になります。心配しなくて結構です。ど

んどん黒字になります。というのは、毎年毎年、加入者がふえるわけですよ。そしたら、今

は16億円か17億円だけど、40億円、50億円になれば、一番この会社が貢献する会社になると、

私はそう信じていますので、11,000千円はいつでも返していいですよと言っていますよ、向

こうは。市がそんなに嫌なら、２年ぐらいで赤字で、そういうことを心配されるなら、もう

自分たちでやりますから、11,000千円ぐらいいつでも返していいですよと。彼は自分の家と

土地を担保に入れて、自分の金でちゃんと補塡していますので、いつでもそれぐらいの金は

返せるそうです。 
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○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ちょっと議長にも整理してもらいたいけど、私の言った趣旨と全然違う、市長の気持ちは

私はわかりますから、そこを否定する気持ちはないけど、私が言ったのは、今現在赤字に

陥っているから、そういうところは取締役会で厳しくいろいろしているというお返事をいた

だきたかったけど、全然違うことを言われて。議長、整理してくれんですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 取締役会の部分での発言を、市長、お願いいたします。 

○市長（西原 親君） 

 今はね、まだ一、二年だから、それは50人も人間を雇っているから黒字になるのは難しい、

簡単にいかんだろうということでみんな了解してありますよ。それで、あと三、四年見とっ

てください、必ず黒字になりますから。あなたがびっくりするような黒字が出ますから、心

配しないでください。 

○議長（壇 康夫君） 

 ちょっと待ってください。 

 市長、今の質問の部分を答弁お願いします。 

○市長（西原 親君） 

 議論している社の規模、事業内容から鑑みて、創業２年目における現在の債務超過の内容

は許容範囲であると判断している、これが取締役の全員一致であります。筑邦銀行の意見で

もあります。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 だから、現状を分析しながらされているということで、市長の展望としては、将来は黒字

になるだろうということをお話ししているわけですね。私の質問とはちょっと違っとったか

ら、今されたから結構です。 

 今の言葉でいうと、債務超過は許容の範囲というようなことでおっしゃいましたけど、平

成29年度の経営状況、これ、改善傾向にあるということは、平成29年度にもあらわれていか
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にゃいかんし、事業計画においても、平成29年の６月の定例会議において、その事業計画を

出されておるんですよね。それでいくと、大分赤字が圧縮していかにゃいかんけど、これ、

どうせ地方自治法の規定に基づいて報告せにゃいかんことだから、今現在の状況、これは事

務方で結構ですよ、教えてください。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 この件につきましては、担当部課長から御説明をさせますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 お答えします。 

 基本的には、ことしの６月でしたか、会社の経営実態を報告した中に記載されているとこ

ろではございますけれども、今年度の中期計画によりますと、今年度、約13,000千円程度の

赤字の圧縮、それから、来期でほぼ赤字を解消し、2018年度途中で黒字化をするという計画

になっております。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 それは現在、今、平成29年度がもうかなり年月過ぎていますよね。その途中の経過として、

事業計画との乖離がないかどうかということを聞いておるわけです。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 お答えします。 

 電力事業につきましては、計画より約16％ほど、電力の部分については伸びております。

ただ、しかしながら、まだ市民サービス事業の部分で赤字がございますので、年度としまし
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ては、計画とほぼ同じぐらいの数字で、今、推移をしているというふうに認識をしておりま

す。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 みやまスマートエネルギーというのは、電力と市民サービスの２つの事業をやってあると

いうことは、私も理解しているけど、決算では１つですよね。だから、その中でこれは資料

１の２で、平成29年でいくと経常利益は前年に対して31,000千円ぐらいふえないといけませ

んよね。今の段階でこれに達成するような方向で行きよると、私の認識と今聞いたのと違う

ような気がするんですけど。さくらテラスを含めてですよ。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 ことしの９月26日の取締役会の中で報告されている分では、今年度の計画としては、まだ

黒は出ておりません。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 整理しますけど、平成28年度の事業計画も、今、市長が率直に言われたように、事業計画

が判断誤りで大幅な赤字になっておるということなんですよね。だけど、将来的にもうかっ

ていく事業だということを市長が言われる、黒字が出るということで、それを理解した上で

言いよるけど、直近ではまだなっていないでしょうがということを、部長に今、お尋ねしよ

るけど、ちょっと明確に整理して話していただけませんか。さくらテラス含めて。さくらテ

ラスはもう資料をもらっておるけど、ずっとマイナス金額が大きいでしょうが。電力のほう

の分についてもそれが消えてしまって、まだ全然この事業計画に達成していないでしょうが。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 末吉議員がおっしゃっておりますのは、ことしの５月30日付で出されております平成29年
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度の事業計画、売り上げが1,434,000千円ぐらいの数字の部分をおっしゃっておりまして、

経常利益が14,700千円の部分をおっしゃっているのかなというふうに思います。 

 これにつきまして、計画として単年度で累積赤字を補塡して、なおかつ14,000千円という

数字にはなりません。これは先ほど言いましたように、９月の取締役会の中でも、累積を考

えますとまだ赤字でございまして、来年度の途中までかかるというふうに認識をしておりま

す。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 もうそのとおりで、要するにスパンかかるかもしれんけど、債務超過を、何年かかるか私

もわかりません、それは。それを出していこうということで。だけど、事業計画の甘さがあ

るんですよね、事業計画に達成行かんでしょうが。平成28年度も行っていないですよね。物

すごい乖離ですよ。──たしか事業計画の28％ぐらいの達成率だったですよね、部長。平成

28年度の計画です。だから、見積もりが甘かったということで、市長言われたのでですね。

平成29年度についてもやっぱり一緒だと、見積もりが甘いんじゃないかと私、言いよるんで

すけど、その部分については部長、どう感じますか。見込みに対する実績が追いかけておる

かどうかということです。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 先ほども申し上げましたように、電力事業の販売部分についてはほぼ計画どおり、あるい

は少し上向いております。ただ、市民サービスの部分で計画より少し落ちている部分もござ

いまして、トータルとして計画どおりにはなっていないことが正確なところでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 それで、今、どうも中身を見ていきよると、電力はどうにか生き返りそうな感じもあるけ

ど、なかなかまだ契約戸数も伸びていないとか、いろいろな部分があって、それに輪をかけ

ているのが、今お話あったさくらテラスですね。このさくらテラスというのは、これについ
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て市の交付金、たしか42,000千円やったと思いますけど、これが入っておるわけですよね。 

 率直に言いますが、市民と接触する中での感触なんですが、余り評判よくないんですよね。

内容は料金が高いとかですね。これ、質問事項として回答で収支報告はどうですか、赤字と

いうことではっきりおっしゃったから、部長のほうから。 

 要するに、足を引っ張る──これはみやまスマートエネルギーの社長もおっしゃっとった

です、４月の勉強会のときに。ここをどうにか立て直さないかんということはわかっており

ますというようなことで、電力もさらに頑張らにゃいかんということを、債務超過の状態だ

からですね。このさくらテラスについて、直近で広報でも昼サービスで1,600円やったかな、

子供は800円とか、非常に価格が高いというようなことがあるように私は感じます。あんま

りそんな高いのを食べないからですね。 

 そこで、これはもう個別的には言いませんけど、資料の６に業務委託契約書というのが、

これは向こうの社長さんから一般の人たちにやるということで私たちがもらった分ですけど、

業務委託契約書というのがあります。みやまスマートエネルギーとあるところです。これを

見ますと、一番 後のページに、さくらテラス業務を月1,000千円で飲食売上高の25％、物

販販売の10％、これが委託先のほうに消えていくんですよね、毎月。それに対応する業務と

いうのは、これを見ると、私としてはそんな大きな業務じゃないような気がする。だけど、

必要があってされておるだろうとは思いますけど。 

 それと、これは、市長は勉強会においでじゃなかったけど、部長は御存じと思いますけど、

私はそのときに、みやまスマートエネルギーの社長に対して、ある部門を委託しているけど、

これはこんな金額を払わにゃいかんかと言ったら、もうこれは今年10月からやめますという

約束、それ記憶あると思います。それで、この1,000千円が妥当かどうかということじゃな

いけど、少なくともみやまスマートエネルギーがこういうことを目指すということで助成金

も来とるし、交付金来とるし、それと、私、勉強会で議員に対して約束された委託料400千

円がもう廃止になっているか、この２点教えてください。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 まず、１点目の部分につきましてですけれども、会社内部の意見でございますので、内部

で検討されていることでございますので、出資者側の事務方としては、いろいろな観点から
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要望なりを出しております。さくらテラスの経営につきましては、前回の勉強会を含め、い

ろんなところで議員さん方の意見は社長のほうに届いているものというふうに私は理解をし

ております。 

 それと、もう一点のさくらテラスの運営に関する業務委託契約の400千円ですか、その部

分については、先日、社長のほうから報告がありまして、現在もまだ雇用はされているよう

です。それについては、契約の関係から近々に見直しをしたいといいますか、改革をしたい

というふうなお話は伺っております。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 第三セクターで別法人だから、私がとやかく言うことではないけど、そのときはスマート

エネルギーの社長さんが各議員に対して公に約束されたことなんですよね。どういう理由で

どうということでやむを得ず。一番の問題は、ここが赤字をかなり生んでいるということな

んですよ。そういう中で、何回も言うて悪いけど、西原市長はこれを本当に一生懸命推進し

て、いい形にしようと思うとる、そこに相反するようなことを、やっぱり指導してあるのは

エネルギー政策課、いわゆる所管の部長さんたちがフォローしてやっていかんと、１人では

何でもできんと思いますから。これ、やっぱり重大な約束違反ですよ。部長、そう思われな

いですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 その経営については、我々としても、やはり意見は当然出しております。しかしながら、

終的に判断されるのは経営者側でございますので、我々の意見を参考に、それを踏まえて、

そういう判断をされているものというふうに思っております。 

 それと、確かに市民生活部門については、ずっと赤字が続いておりまして、それについて

も、会社としていろいろ試行錯誤をされているようです。例えば、メニューの変更であった

り、社員の配置体制であったり、そういったもので経費削減をされようという試みはされて

いるようでございます。 

 以上です。 
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○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 事務方のほうも、市長も、積極的に意見を言って、これが黒字になっていくようにという

ことで努力されているというふうな理解をしてですね。ただ、これ、みやまの広報なんです

けど、これ、さくらテラス、広報紙にさくらテラスを載せるぐらい市は一生懸命しよるとい

うことですよね、宣伝料を取っているわけじゃなかろうと思います。どげんですかね、私の

感覚は。これ、副市長に聞きます。ランチタイムで大人1,600円、子供800円、副市長の感覚

としてどげんですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 御指摘のとおりでございまして、私も社長に会うたびに、ぜひこれについては見直しをさ

れたほうがいいんじゃないですかということでアドバイスをしているところでございます。

実は、お隣のＪＡさんも７割の方が外食されているそうでございます。みやま市も少なくと

も７割の方は外食、あるいは弁当を買っておられるという状況の中で、ほとんどのＪＡの職

員さんも、みやま市の職員さんも、外で食事をされているということでございますので、こ

こら辺は見直しをされたほうがいいんじゃないですかということで、我々も、極端な言い方

でございますけれども、職員食堂といいますか、社員食堂というような形で見直しをされた

ほうがいいんじゃないですかということで、一応アドバイスはしているところでございます。

それについても、社長のほうは検討はしますというようなことで伺っているところでござい

ますので、今、部長も申し上げましたように、見直しはされるということで、私は理解して

おります。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 副市長がそう言われて、部長もしっかり答弁されて、市長も自分の気持ちを言われたので、

もうこれ以上、このことについて質問しませんけど、やっぱり２年連続赤字、超過債務にな

るということは、私は将来をと言われても、着実にやるには、やっぱりそこに交付金、補助
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金等はいっぱい入りよるわけですよね。一般の会社はそういうものがないのが普通で、初年

度赤字というのは固定資産費とか、そんなもので赤字になる、私もいろんな場面、それは見

てきております。そういう点では、ここら辺を早急に改善するようにですね。 

 西原市長は道の駅、英断されて１億円近くもう入ってきておるんですよね。そういう結果

も出してあるということは、私は評価しておるわけです。だけど、やっぱり議員としては、

こういう部分については、言うのが責務と思っておりますので、嫌なことでも言います。何

か副市長ありましたら。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 実は、オープン当初は、やはり一番気にされたのが、民営圧迫になりはせんだろうかとい

うことでございました。お隣に近くに食堂等がございますけれども、ここと──安くしたり

同じやったら民営圧迫になるんじゃないかということで、初めはちょっと高い値段を設定し

て運営をしたいという考えが社長のほうにはあったように伺っているところでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ちょっと副市長はそう言われるけど、もうけるためには価格を下げていかにゃ、結果的に

民営圧迫になるわけですよね。やっぱりそこのブランド的な形で、あるいはもう英断してや

めるか、そういう判断に持っていかざるを得んと思うんですよね。だけど、これはもう答弁

してもらう。判断はそうだと思います、経営判断は。やっぱり第三セクターが市の営業を妨

害するようなことになっちゃいかんし、違うグレードで勝負していって、ああ、もうこっち

しかないんだというなら、それは別ですよ。だけど、食堂でしょうが、要は。物産は売って

あります。道の駅にいっぱい売ってあります。そいけん、そういうところは直接会われるの

は市長と部長ですからね、副市長も当然。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 私のほうからは、ぜひランチタイムのメニューと、それと夜のメニュー、ここら辺をもう
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少し明確にして営業されたらいいんじゃないかなという気持ちは持っております。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 そしたら、事項１については終わります。 

 事項②についてです。みやまスマートエネルギー(株)の社員及び関係者の方が、私に労働

関係の是正のお願いに来られました。これ、全員みやま市民の方です。市のほうに話をして

いるか聞くと、話はしているということでした。窓口はエネルギー政策課と判断しますが、

どのような相談があったか、概略を教えてください。個人のプライバシーの問題があるから、

そこは配慮して話してもらって結構なんですけど、部長のほうは、商工観光課か、この労働

関係、直接的な権限はないけど、いろんな部分をせないかん部分のセクションの部長だと思

いますから、ある程度のことを話してもらえば結構です。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 この件につきましては、担当部長より答弁をさせます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 お答えします。 

 会社のほうの社員の方から相談があったかという点につきましては、先ほどの答弁にもあ

りましたように、御相談を受けております。具体的な内容については差し控えさせていただ

きますけれども、複数件、相談を受けておりまして、それについては労働基準監督署の是正

勧告とか、そういった部分も含めての関連するようなことでございました。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 
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 もう部長から言ってもらったから、是正勧告が出て、私も聞いております。是正勧告の

あった日、是正勧告の件数、それと、全部言ってくださいとは言いませんけど、是正勧告の

中身、是正勧告とは、いわゆる違法状態ですよね。これ、資料にも置いております。副市長

でも部長でも結構です。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 まず、労働基準監督署が調査をされたのは、10月の中上旬ということで認識をしておりま

す。具体的な内容につきましては、ちょっとあれなんですけれども、是正勧告として９件、

指導事項として３件の勧告なり指導が行われております。これは、10月の下旬に行われてお

ります。 

 それに対して、会社としましては、是正勧告につきましては、労働基準監督署のほうから

提出期限なり回答期限なりを設けられております。それについては10月の末であったり、11

月の末であったり、あるいは即時であったり、あるいは早急にというような観点での是正期

日が設けられておりまして、10月31日（186ページで訂正）に会社のほうで取締役会がござ

いまして、その中で報告をされております。その分につきましては、６件につきましては、

もう既に10月中に回答期限が来ている部分につきましては、回答したというふうな報告を受

けているところでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 市のほうからの要請というか、こういう状態になっていることについて、当然、毎週１回、

みやまスマートエネルギーと会ったりとか、要するに部長のほうから、みやまスマートエネ

ルギーにこれについての、当然、指導じゃないけど、要請するべき事項と思いますけど、ど

のような対処をされていますか。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 この件につきましては、先ほどの御質問にありましたように、社員さんのほうから我々の
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ところにいろんな御相談を受けておりました。それにつきましては、あくまでもその会社の

内部のことということではなくて、基本的にはそれが会社内部のことなんですけれども、

我々は55％出資しているみやま市と、市の責任もあるということで、きちっと法令に基づい

て対応をしていただきますようにということで、適切に会社の内部で調整をしていただくよ

うに、あるいは改善をしていただくように、運営をよろしくお願いしますということを申し

上げているところでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 先ほど言いましたけど、資料の４の２ページ目につけているとおり、是正勧告というのは

非常に重たいですよね。わかりますか。ここに書いてある。是正勧告は労働基準監督署の調

査の結果、法令違反があった場合に交付されることになりますということで、要するに、こ

ういう積み重ね、みやまスマートエネルギーは市長がきちっと物を言われるからそういうこ

とはないと思いますけど、こういう積み重ねが、いわゆるＮＨＫの記者が死んだりとか、

言ってしまうとそういうふうになるわけですね。初期のうちにこれを部長あたりが、市長も

多分言ってあると思います。早期にこういうものを指導していくことによって、そういうも

のが発生しないと、芽は小さいうちに摘んでいかないといけないと思う。 

 部長のほうがそういうふうに会社のほうに指導しているということ、この是正勧告の中で、

私が聞いているのは、36協定とか安全衛生推進者なんかが欠けていると、あと中身は言いま

せんけど、そういうものがあると聞いておりますけど、どうですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 済みません、お答えする前に、先ほどの答弁の中で10月31日と申し上げた日付なんですけ

れども、取締役会で報告されたということなんですけれども、失礼しました、31日に会社の

ほうが基準監督署に出した日にちで、翌日の１日の取締役会でございましたので、まず訂正

をさせていただきたいと思います。 

 それから、是正勧告を受けて行っているわけなんですけれども、安全衛生推進者、こう

いったものは、もう事業所として社員の規模が一定以上の場合は置かなければならないとい
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うふうなことで、法律で定められている部分でございます。これについても、会社のほうは

会社のほうで早急に定めるんだというふうな方向で、今やっていらっしゃるものと私は認識

をしております。 

 36協定についても、これは労働者側との確認事項になりますので、合意事項になりますの

で、会社のほうとしましては、 近、労働組合をつくられたということを私は聞いておりま

す。今後は、労働者側、今度は組合ができたもんですから、そちらのほうと締結をされるん

じゃないかというふうに思っておるところでございます。これまでは組合がなかったもので

すから、個人で締結に向けて調整をされていたようなんですけれども、組合がつくられたこ

とによって、そういった方向に進むものというふうに認識をしております。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 率直に答えていただいてありがとうございます。やっぱり安全衛生推進者、これ私も経験

あるんですけど、事務所の中でも滑ったりとか、そういう可能性あるんですよね。そういう

危険性をどう除去していくかとか、あるいは誰でもなる可能性がある過重な労働の中でメン

タル疾患を発生するとか、市役所の中でもそういうものがあると思います。そういうことを

防ぐために安全衛生推進者というのは、これは何名以上が必要か、一応言っとったと思うの

で、よかったら教えてください。 

○議長（壇 康夫君） 

 馬場総務部長。 

○総務部長（馬場洋輝君） 

 ただいま議員御指摘のとおり、事業所によっては労働安全衛生法に基づきまして、一定、

安全衛生推進者の選定が必要になっております。これは法律で義務づけられている分でござ

います。事業の種類ごと、あるいは労働者の人数に応じて、おのおの基準があるわけでござ

いますけれども、 低でも労働者が10名、事業所内に従事者がいる場合については、先ほど

言われました安全衛生推進者ですか、これを選任することが義務づけられているということ

でございます。なお、50人超えた場合については、またさらに産業医等の選任も必要になっ

てくるということになっております。 
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○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 それで、今、そのとおりで、36協定とか安全衛生推進者、組合がなかったから、そこら辺

理由はあるかもしれませんけど、この会社のコンセプト、みやま市に企業を創設して労働雇

用促進というようなことをホームページでうたってあるわけですよね、みやま市のホーム

ページで。多分、西原市長は御存じなかったと思うんですよね。やっぱりこういうものは、

会社に勤めている親御さんたちは、何となくみやま市が55％出資しとると、そういう会社に

行けてよかったなという思いがあると思います。そういう中で、こういう事案が発生しない

よう、市長、よろしくお願いしておきます。（「答弁要りますか、要らんですか」と呼ぶ者

あり）いや、うんて言うてもらえばいいです。そんな立って言ってくださいとは言われませ

んので。 

 ちょっとあれなんですよ、こう言いながら水を差すようなことを言いますけど、こういう

労基署の調査があって、36協定を結ぶ必要性があったものもあるかもしれませんけど、労働

組合ができたと、今、冨重部長から言われたとおりで、その資料もつけていると思います。

見てもらえばわかると思います。当初、参加者は12名だったそうです。１名は脱退したとい

う話を聞いておりますけど。 

 この趣意書の中に、ちょっと読みますけど、これはあくまで労働組合側が書いた趣意書で

す。これを私が間違えないと言いよるわけじゃなくて、趣意書の中に、これまでみやまス

マートエネルギー株式会社の人事制度には不透明な部分が多く、本来、会社で必要な事項に

ついても等々があって、平成29年10月13日に大牟田労働基準監督署から是正勧告が出ました

が、従業員に知らせることもなく一時的回答で終わらせようとしていますという趣意書に

なっているんですよ。これの真意は私はわかりませんけど、持ってこられました、私のとこ

ろに。だから、部長が第三セクターとは言いながらも、市が出資、市長が取締役になってい

るという中で、こういう部分が発生するということは、まだ解決していない部分があるかと

思うので、そこら辺、一層の努力をしていただきたいと思いますが、副市長でいいです。副

市長でじゃなく、副市長がいいです。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 
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○副市長（高野道生君） 

 守られていない部分があるかどうかというのは、注視していきたいと思っております。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 これはもう市長にお話、多分市長はこういう気持ちじゃなくて発言されたと思うんですけ

ど、10月３日朝８時40分ごろ、みやまスマートエネルギーのショールームで西原市長が、当

該会社は自分と社長が２人でつくった会社であるというようなことを社員の前でおっしゃっ

たということで、こうなると、多分気持ちは違うと思いますけど、真意は違うと思いますけ

ど、議員としてはここで、私、当時議員じゃなかったけど、市の執行部が提案して、そして、

それを出資金を予算可決してつくっている会社ですから、ここの真意を御説明ください。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 この会社は、全国に地産地消の事業を広げようということで、社長は全国を飛び回ってい

るわけです。それに対して－〔発言取消〕－が10人ぐらいおるわけです。その－〔発言取消〕－が行かなかっ

たときは波風一つ立っていないとです。－〔発言取消〕－が行ってから、ガアガアガアガア言い出し

てから内部がおかしくなったから、彼を好かん人間が10人ぐらい、彼を好いている人間が40

人ぐらいおるんです。あなたは10人ぐらいの意見を聞いて一生懸命言いよんなさるけど、向

こうの言うこともよく聞いてください。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ほかの執行部の方はいいんですね、これで。－〔発言取消〕－、住民色分け。市長が色分け。俺、

そういうことじゃないと思うんやけどですね。ほかの議員の方はどげん思うですか。10人分

けて。（発言する者あり）労働関係の正常化とかなんとか建設的な意見を今、討議しよった

と思います。副市長、何かないですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 高野副市長。 



- 190 - 

○副市長（高野道生君） 

 私が聞いている範囲でお答えを申し上げますけれども、今回の一連の取り組み、アイデア

は、磯部社長と、それと市長で話し合いをされまして決断された会社だと伺っております。

当然議会の承認を得て進めておる事業なので、そのことも踏まえまして、踏まえているとは

いえ、発言は適切ではなかったのかなということで、市長はこの事業に対する思いを伝えら

れたんじゃないかなと思っております。ただいま申し上げたとおり、この会社の設立に至る

までは磯部社長と市長のアイデアでつくったところでございますので、そういう発言をされ

たということは、私は承知をしていないところでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 副市長の考え方はわかりましたけど、市長が－〔発言取消〕－10人の、末吉は聞いて言いよるん

じゃないですかという疑問符がついておるから、疑問として捉えますけどね。だけど、それ

を言われると、建設的な気持ちで私はここで質問しよりますけど、ちょっとこれはまた別途

取り上げて、賛同する議員の方もおられますから、そういう方と話をします。今のは保留し

ておきます。 

 エネルギー政策課とスマートエネルギーの関係、これは週１回、ずっと協議をしながら行

くということで、部長、私はかなり関係職員の方とかいろんな方と話をするわけなんですけ

ど、なかなかうまくいっているというふうには、私は客観的に見えないんですよね。 

 それとあと１つ、このエネルギー政策課の市職員の方が、みやまスマートエネルギーにで

きたチーム何とかというものから、聞き取りの──調査とか言いよらんですよ、聞き取りが

あっているんですよね、いろんな関係の。これは市のことですから、人事関係、副市長かも

しれないから、これは当然、この結果については議会に報告してもらわにゃいかんと思うん

ですよね。そこ、どうですか。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 お答えします。 

 まず、１点目のエネルギー政策課とみやまスマートエネルギーの関係でございますけれど
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も、これについては、やはり我々はどうしても公務員という立場で物を考えてしまうくせが

ございます。それと、みやまスマートエネルギーというのは、営利を目的とした会社という

ことで位置づけをして、得た営利で市民に還元していくという会社になっておりますので、

その辺で意見の食い違いは確かにございます。先ほどの、例えば、さくらテラスの料理の関

係であったり、メニューの関係であったり、値段の関係であったり、考え方は相当食い違う

ところはございますが、毎週１回の情報交換をしながら、市としては市の考え方を伝えなが

ら運営をしていただくように意見を述べているところでございます。 

 内部のほうでチーム岩﨑というところに委託をされております。この委託をされているの

はどういうことかというと、先ほどからいろいろ問題になっていますコンプライアンスの構

築が十分ではなかったのかなという会社側の考えで、その部分に対する業務委託というのを

発注している会社だそうです。そこから市の職員が意見交換という形で聞き取りといいます

か、意見交換をしたことは事実でございまして、これについては多分、取締役会のほうに報

告がされると思いますので、その部分については我々のほうにも情報が入ってくるというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 そういう名前を私は知らなかったけど、チーム岩﨑はいいけど、それを必要とするような

部分があったのか、ないのか、そこら辺は多分そういうのをつくるというのは必要があった

からと私は思っているんですけど、その意味では健全な方向性に進んでいるということで私

は理解します。ただ、市長の10人の色分けを、私は後でまた聞きます。 

 それで、建設的に言います。私は労使一体、市役所も一体になり、労使、エネルギー政策

課、所管の部長、取締役会長の市長、これがオープンにフランクに話ができて、それが一番

の企業が発展する力になると思うんですよ。私は、この理想をつくってくださいと、ますま

す発展していくと思います。いろんな問題はフランクに話して障害を取り除いていくと、そ

ういう気持ちでやってもらいますようにお願いします。質問事項２、終わります。 

 もう時間がかなり迫ったんで、全部はできませんので、補助金関係ですね、もう端的に言

います。バーチャル関係とか、そういうものはうまくいっていますか。いっているか、いっ
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ていないかで言ってください、時間がないから。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 まだ苦戦をしているところでございます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 それが売りだったからですね、いろんな部分の。よろしくお願いします。 

 あと、お手元に資料を配付していると思いますけど、資料５です。市からの補助金で一番

上の地方創生先行交付金49,000千円、スマートエンジニアリングからみやまスマートに行っ

ている参加店舗資材等8,000千円、これの内訳が次のページにあって、これは全部市のほう

からもらって、みやまスマートエネルギーから市、で私のほうに来ております。これが出る

経緯というのは、６月の議会で私が求めていたのと違う資料が出たから、きちんと出してく

ださいということで出したんですけど、これの明細書で一番気になるのが、５番目の各店舗

商品の魅力取材、商品撮影費100とあるわけです。実際は、この中に示しているけど、36店

舗しかないんですよね。これ、もう７月から、これについて内容を教えてくれということで

お願いしているけど、いまだ私のほうに報告がないです。要するに、36件しかないとに100

件、これなっているんですよ。だから、それを疑惑とかそんなことは言いよらんです、疑問

です。これについてお願いします。 

○議長（壇 康夫君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 その件につきましては、議員御指摘のとおり、資料の要請をされております。それについ

ては、さきの全員協議会なり、議員さんのほうに御報告しておったとおり、行政としては、

我々としては要望をしておったところです。つい 近、その資料が出てきましたので、後日、

会社のほうと相談をしながら、公表について考えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（壇 康夫君） 
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 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ７月から言いよったのに、今出てくるということで、何をか言わんやと部長思われますよ

ね。──相づちを打ってくれんやったけん、もういいです。 

 後に、これもう単刀直入に市長にお聞きします。 

 ９月12日に市長がおいでになって、何でん説明するということで言われた中で、７月３日

の勉強会のときにスマートエネルギーの社長さんは、もう一つの別会社、受託をする会社で

すね。個人の会社は言われん。そこからと肝付町は一切赤字だから報酬等はもらっていませ

んということで、全議員の前で言いました。中島議員なんかは特に聞かれたんですけどです

ね。そしたら市長が率直にお答えいただいて、ぱっと読むと、一応株主総会とか役員で500

千円から700千円と決められています。 高取っても700千円と思いますと、経理部長が説明

しました。丸々、社長は規定に基づいて会社からもらっていますということで、ちょっと私

は、西原市長を信じていて、これが正しいということで思っていますけど、そういうふうに

理解しとってよろしいでしょうか。 

○議長（壇 康夫君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 そのように理解してもらって結構です。ただ、肝付なんかは、向こうからぜひ指導してく

れと、こう言っていますから、私にも社長になってくれと言われているんですよ。（発言す

る者あり）何か－〔発言取消〕－が来てね、あそこの会社をごちゃごちゃになしたのは間違いない

ですよ。 

○議長（壇 康夫君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 もう、ちょっとですね、十人十色の話からと、－〔発言取消〕－が来てからおかしゅうなってし

もうたとか、非常にまだ不明瞭な部分があるんで、これは壇議長なんかにお願いして、また

別途委員会をつくるとか、そういう方向性を、私としては皆さんにお願いしていきますから、

ちょっと駆け足になりましたけど、要は、もうかっていただいて、していくと。やっぱり超

過債務というたら非常に心配ですよ、我々議員としては。（「心配せんでいいですよ」と呼
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ぶ者あり）いや、それはそう言われても、私たちは二元代表制の中で議員として選ばれてい

るんだから、そこを指摘するのが、それは県会議員のときもそういうふうにされとったと思

いますよ。老婆心かもしれんです。だけん、しっかり頑張りますということでおっしゃって

いただければ結構です。 

 終わります。 

○議長（壇 康夫君） 

 それでは、ここでお諮りします。 

 議事の都合によって、12月８日の１日間、11日から13日の３日間を休会にしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、12月８日の１日間、11日から13日までの３日間を休会とす

ることに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 なお、次の本会議は12月14日となっておりますので、御承知おき願います。 

午後２時57分 散会 

 


